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第１章 請求、返戻及び再請求に係る基本事項 

１ ファイル形態 

「保険薬局から審査支払機関への請求」、「審査支払機関から保険薬局への返戻」、「審査支払機関から保険薬局

への再審査等返戻」及び「保険薬局から審査支払機関への返戻分の再請求」別に、記録条件仕様を定める。 

 

（１） 保険薬局から審査支払機関への請求 

保険薬局から審査支払機関に最初に請求を行う場合（以下「一次請求」という。）の請求ファイルの記録条件

仕様は、「電子情報処理組織の使用による費用の請求に関してこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める事項

及び方式並びに光ディスク等を用いた費用の請求に関してこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める事項、方

式及び規格について」の別添１－４「オンライン又は光ディスク等による請求に係る記録条件仕様（調剤用）」

（以下「一次請求記録条件仕様」という。）に記述されているところである。 

なお、本記録条件仕様におけるレセプトの情報を「請求データ」という。 

 

（２） 審査支払機関から保険薬局への返戻 

審査支払機関において次のレセプトを返戻する場合、レセプト単位のデータに保険薬局単位の返戻薬局データ

（ファイルの先頭）及び返戻合計データ（ファイルの最後）を付加した一次請求返戻ファイルを保険薬局に返戻

する。 

ア 一次請求に係るレセプト 

一次請求に係るレセプトを返戻する場合、当該レセプト（以下「一次請求返戻レセプト」という。）は、請

求データ、返戻理由データ及び履歴管理ブロック（履歴請求データ、資格確認補正データ、履歴返戻理由デー

タ及びチェックデータ）で構成する。 

また、審査支払機関において行った電子資格確認の結果、レセプトの振替又は分割が行われた場合は、保険

薬局からの請求時の記録内容を資格確認前請求データとして履歴管理ブロックに付加する。 

イ 一次請求返戻分の再請求に係るレセプト 

一次請求返戻分の再請求に係るレセプトを返戻する場合、当該レセプト（以下「再請求返戻レセプト（一次

請求返戻分）」という。）は、請求データ、返戻理由データ及び履歴管理ブロック（履歴請求データ、資格確

認補正データ、履歴返戻理由データ及びチェックデータ）で構成する。 

また、審査支払機関において行った電子資格確認の結果、レセプトの振替又は分割が行われた場合は、保険

薬局からの請求時の記録内容を資格確認前請求データとして履歴管理ブロックに付加する。 

なお、履歴管理ブロックについては、後述の再請求ファイルに記録された履歴の下に、再請求分の履歴（履

歴請求データ、資格確認補正データ、履歴返戻理由データ及びチェックデータ）を追加した内容とする。 

ウ 再審査等返戻分の再請求に係るレセプト 

後述の再審査等返戻分の再請求に係るレセプトを返戻する場合、当該レセプト（以下「再請求返戻レセプト

（再審査等返戻分）」という。）は、請求データ、返戻理由データ及び履歴管理ブロック（請求決定データ

（管理データ、履歴請求データ、資格確認補正データ、補正データ、審査運用データ及びチェックデータ）、

再審査等請求データ、レセプト縦覧データ、再審査等結果情報（再審査等結果データ、再審査等補正データ、

審査運用データ、履歴返戻理由データ及びチェックデータ）、履歴請求データ、資格確認補正データ、履歴返

戻理由データ及びチェックデータ）で構成する。 

また、審査支払機関において行った電子資格確認の結果、レセプトの振替又は分割が行われた場合は、保険

薬局からの請求時の記録内容を資格確認前請求データとして履歴管理ブロックに付加する。 

なお、履歴管理ブロックについては、後述の再請求ファイルに記録された履歴の下に、再請求分の履歴（履

歴請求データ、資格確認補正データ、履歴返戻理由データ及びチェックデータ）を追加した内容とする。 

 

（３） 審査支払機関から保険薬局への再審査等返戻 

審査支払機関から保険薬局への再審査等返戻を行う起因となる再審査等請求及び再審査等結果ファイルの記録

条件仕様は、保険者へ請求する診療（調剤）報酬に係る記録条件仕様の別添４「レセ電コード情報ファイル記録

条件仕様（調剤）」（以下「レセ電コード記録条件仕様」という。）に記述されているところである。 

審査支払機関において再審査等に係るレセプトを返戻する場合、当該レセプト（以下「再審査等返戻レセプ

ト」という。）は、請求データ、返戻理由データ及び履歴管理ブロック（請求決定データ（管理データ、履歴請

求データ、資格確認補正データ、補正データ、審査運用データ及びチェックデータ）、再審査等請求データ、レ

セプト縦覧データ及び再審査等結果情報（再審査等結果データ、再審査等補正データ、審査運用データ、履歴返

戻理由データ及びチェックデータ））で構成し、保険薬局単位の返戻薬局データ（ファイルの先頭）及び返戻合

計データ（ファイルの最後）を付加した再審査等返戻ファイルを保険薬局に返戻する。 

また、審査支払機関において行った電子資格確認の結果、レセプトの振替又は分割が行われた場合は、保険薬

局からの請求時の記録内容を資格確認前請求データとして履歴管理ブロックに付加する。 

なお、請求データは、一次請求及び再審査等請求での補正及び査定を反映した内容とする。 

おって、一次請求記録条件仕様の改正に伴う請求データの取扱いは、一次請求記録条件仕様の施行後の翌月に

返戻する再審査等返戻レセプトから適用する。 
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（４） 保険薬局から審査支払機関への返戻分の再請求 

一次請求返戻レセプト、再請求返戻レセプト（一次請求返戻分）、再審査等返戻レセプト及び再請求返戻レセ

プト（再審査等返戻分）を審査支払機関に再請求する場合、当該レセプトの請求データ（履歴管理ブロックの履

歴請求データを除く。）を修正し、返戻理由データ（履歴管理ブロックの履歴返戻理由データを除く。）を削除

したレセプト（以下「再請求レセプト」という。）に、保険薬局単位の薬局情報（ファイルの先頭）及び調剤報

酬請求書情報（ファイルの最後）を付加した再請求ファイルを審査支払機関に請求する。ただし、異なる審査支

払機関に再請求する場合は、一次請求分の請求ファイルを作成して請求する。 

また、再審査等返戻レセプト及び再請求返戻レセプト（再審査等返戻分）を複数枚に分けて再請求する場合、

２枚目以降については、一次請求分の請求ファイルを作成して請求する。 

なお、当該ファイルについては、第１章－１－（１）の請求ファイルに含めて記録することが可能である。 
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２ ファイル単位の記録データ 

各ファイルで記録されるデータは次のとおりとする。 

ファイル名 作成者 受領者 状態 記録データ 備考 

請求 

ファイル 

保険 

薬局 

審査支

払機関 

保険薬局からの一

次請求 
薬局情報、請求データ、調剤報
酬請求書情報 

一次請求記録条件仕様のとおりと
する。 

一次請求返戻 

ファイル 

審査支 

払機関 

保険 

薬局 

保険薬局への一次

請求返戻レセプ

ト、再請求返戻レ

セプト（一次請求

返戻分）及び再請

求返戻レセプト

（再審査等返戻

分）の返戻 

返戻薬局データ、請求データ、
返戻理由データ、履歴管理ブロ
ック、返戻合計データ 

一次請求返戻レセプトの履歴管理
ブロックは、先頭に履歴管理情報を
付加した履歴請求データ、資格確認
前請求データ、資格確認補正データ、
履歴返戻理由データ及びチェックデ
ータとする。 

再請求返戻レセプト（一次請求返
戻分）の履歴管理ブロックは、先頭
に履歴管理情報を付加した履歴請求
データ、資格確認前請求データ、資
格確認補正データ、履歴返戻理由デ
ータ及びチェックデータとする。 

再請求返戻レセプト（再審査等返
戻分）の履歴管理ブロックは、先頭
に履歴管理情報を付加した請求決定
データ（管理データ、履歴請求デー
タ、資格確認前請求データ、資格確
認補正データ、補正データ、審査運
用データ及びチェックデータ）、再
審査等請求データ、レセプト縦覧デ
ータ、再審査等結果情報（再審査等
結果データ、再審査等補正データ、
審査運用データ、履歴返戻理由デー
タ及びチェックデータ）、履歴請求
データ、履歴返戻理由データ及びチ
ェックデータとする。 

再審査等返戻 

ファイル 

審査支 

払機関 

保険 

薬局 

保険薬局への再審

査等返戻レセプト

の返戻 

返戻薬局データ、請求データ、
返戻理由データ、履歴管理ブロ
ック、返戻合計データ 

履歴管理ブロックは、先頭に履歴
管理情報を付加した請求決定データ
（管理データ、履歴請求データ、資
格確認前請求データ、資格確認補正
データ、補正データ、審査運用デー
タ、チェックデータ）、再審査等請
求データ、レセプト縦覧データ及び
再審査等結果情報（再審査等結果デ
ータ、再審査等補正データ、審査運
用データ、履歴返戻理由データ及び
チェックデータ）とする。 

再請求 

ファイル 
保険 
薬局 

審査支
払機関 

保険薬局からの一

次請求返戻レセプ

ト、再請求返戻レ

セプト（一次請求

返戻分）、再審査

等返戻レセプト及

び再請求返戻レセ

プト（再審査等返

戻分）の再請求 

薬局情報、請求データ、履歴管
理ブロック、調剤報酬請求書情
報 

履歴管理ブロックは、返戻ファイ
ル及び再審査等返戻ファイルの履歴
管理ブロックと同じ内容とする。 
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３ 電子レセプトの記録イメージ 

(１) 一次請求、一次請求分の返戻、一次請求返戻分の再請求、再請求分の返戻及び再請求返戻分の再請求の場合 

ア 資格喪失以外の場合 
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者 
 

 
 

 
 

 
 

 

等 

請求ファイル 

一次請求返戻ファイル 

再請求ファイル 

一次請求返戻ファイル 

 

再請求ファイル 

※ 請求データA
を修正し、請求

データBとす
る。（返戻理由
データ（Ａ）は

削除する。） 

※ 請求データB

を修正し、請求
データCとす
る。（返戻理由

データ（B）は
削除する。） 

再請求ファイ

ルの記録例に
ついては12ペ
ージを参照。 

薬局情報 

請求データＡ 

調剤報酬請求書情報 

 
返戻薬局データ 

請求データＡ 

返戻理由データ（Ａ） 

履
歴
管
理
情
報 

履歴請求データＡ 

返戻データ 

（資格確認補正データ）A 

履歴返戻理由データ（Ａ） 

チェックデータ 

返戻合計データ 

 

薬局情報 

請求データＢ ※ 

履
歴
管
理
情
報 

履歴請求データＡ 

返戻データ 

（資格確認補正データ）A 

履歴返戻理由データ（Ａ） 

チェックデータ 

調剤報酬請求書情報 

 
返戻薬局データ 

請求データＢ 

返戻理由データ（Ｂ） 

履
歴
管
理
情
報 

履歴請求データＡ 

返戻データ 

（資格確認補正データ）A 

履歴返戻理由データ（Ａ） 

チェックデータ 

履歴請求データＢ 

返戻データ 

（資格確認補正データ）B 

履歴返戻理由データ（Ｂ） 

チェックデータ 

返戻合計データ 

 

薬局情報 

請求データＣ ※ 

履
歴
管
理
情
報 

履歴請求データＡ 

返戻データ 

（資格確認補正データ）A 

履歴返戻理由データ（Ａ） 

チェックデータ 

履歴請求データＢ 

返戻データ 

（資格確認補正データ）B 

履歴返戻理由データ（Ｂ） 

チェックデータ 

調剤報酬請求書情報 

 

 

 

 

 
履歴管理 
ブロック 
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イ 資格喪失が確認され、レセプトの振替又は分割が行われた場合 
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一次請求返戻ファイル 

再請求ファイル 

一次請求返戻ファイル 

 

再請求ファイル 

※ 請求データＡ'
を修正し、請求

データBとす
る。（返戻理由
データ（Ａ'）は

削除する。） 

※ 請求データB
を修正し、請求

データCとす
る。（返戻理由
データ（B）は

削除する。） 

薬局情報 

請求データＡ 

調剤報酬請求書情報 

 
返戻薬局データ 

請求データＡ' ※ 

返戻理由データ（Ａ'） 

履
歴
管
理
情
報 

返戻データ 

（資格確認前請求データ）A 

返戻データ 

（資格確認補正データ）A 

履歴請求データＡ' 

履歴返戻理由データ（Ａ'） 

チェックデータ 

返戻合計データ 

 
薬局情報 

請求データＢ ※ 

履
歴
管
理
情
報 

返戻データ 

（資格確認前請求データ）A 

返戻データ 

（資格確認補正データ）A 

履歴請求データＡ' 

履歴返戻理由データ（Ａ'） 

チェックデータ 

調剤報酬請求書情報 

 
返戻薬局データ 

請求データＢ ※ 

返戻理由データ（Ｂ） 

履
歴
管
理
情
報 

返戻データ 

（資格確認前請求データ）A 

返戻データ 

（資格確認補正データ）A 

履歴請求データＡ' 

履歴返戻理由データ（Ａ'） 

チェックデータ 

履歴請求データＢ 

返戻データ 

（資格確認補正データ）Ｂ 

履歴返戻理由データ（Ｂ） 

チェックデータ 

返戻合計データ 

 
薬局情報 

請求データＣ ※ 

履
歴
管
理
情
報 

返戻データ 

（資格確認前請求データ）A 

返戻データ 

（資格確認補正データ）A 

履歴請求データＡ' 

履歴返戻理由データ（Ａ'） 

チェックデータ 

履歴請求データＢ 

返戻データ 

（資格確認補正データ）Ｂ 

履歴返戻理由データ（Ｂ） 

チェックデータ 

調剤報酬請求書情報 

 

 

 
 

履歴管理 
ブロック 

再請求ファイ

ルの記録例に
ついては12ペ
ージを参照。 
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(２) 再審査等返戻、再審査等返戻分の再請求、再請求分の返戻及び再請求返戻分の再請求の場合 

ア 資格喪失以外の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  注 薬局情報及び調剤報酬請求書情報又は返戻薬局データ及び返戻合計データは、複数レセプトの場合、それぞれファ

イルの先頭及び最後に記録する。 
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※ 請求データA’

を修正し、請求デ
ータBとする。
（返戻理由データ

（Ａ'）は削除す
る。） 

※ 請求データBを修
正し、請求データ

Cとする。（返戻
理由データ（Ｂ）
は削除する。） 

返戻薬局データ 

請求データＡ' ※ 

返戻理由データ（Ａ'） 

履
歴
管
理
情
報 

請求決定データA 

再審査等請求データ（A） 

レセプト縦覧データ（A） 

再審査等結果データ（Ａ） 

履歴返戻理由データ（Ａ） 
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返戻合計データ 

 
薬局情報 

請求データＢ ※ 

履
歴
管
理
情
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請求決定データA 

再審査等請求データ（A） 

レセプト縦覧データ（A） 

再審査等結果データ（Ａ） 

履歴返戻理由データ（Ａ） 

チェックデータ 

調剤報酬請求書情報 

 返戻薬局データ 

請求データＢ 

返戻理由データ（Ｂ） 

履
歴
管
理
情
報 

請求決定データA 
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レセプト縦覧データ（A） 
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返戻データ 
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薬局情報 
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履
歴
管
理
情
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チェックデータ 

履歴請求データＢ 

返戻データ 

（資格確認補正データ）B 

履歴返戻理由データ（Ｂ） 

チェックデータ 

調剤報酬請求書情報 

 

 

  
履歴管理 
ブロック 

※ 請求決定データＡに補正
データがある場合は、資格

確認補正データ及び補正・
査定を反映した請求データ
A’とする。 

管理データ 

履歴請求データＡ 

資格確認補正データA 

補正データ（Ａ） 

審査運用データ（Ａ） 

チェックデータ 

 

再請求ファイ
ルの記録例に
ついては12ペ

ージを参照。 
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    イ 再審査においてレセプトの振替又は分割が行われた場合 
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再審査等返戻ファイル 

再請求ファイル 

一次請求返戻ファイル 

※ 請求データA’
を修正し、請求デ
ータBとする。

（返戻理由データ
（Ａ'）は削除す
る。） 

返戻薬局データ 

請求データＡ' ※ 

返戻理由データ（Ａ'） 

履
歴
管
理
情
報 

請求決定データA 

再審査等請求データ（A） 

レセプト縦覧データ（A） 

再審査等結果データ（Ａ） 

資格確認前請求データ(A) 

資格確認補正データ(A) 

請求データＡ' 

履歴返戻理由データ（Ａ'） 

チェックデータ 

返戻合計データ 

 
薬局情報 

請求データＢ ※ 

履
歴
管
理
情
報 

請求決定データA 

再審査等請求データ（A） 

レセプト縦覧データ（A） 

再審査等結果データ（Ａ） 

資格確認前請求データ(A) 

資格確認補正データ(A) 

請求データＡ' 

履歴返戻理由データ（Ａ'） 

チェックデータ 

調剤報酬請求書情報 

 
返戻薬局データ 

請求データＢ 

返戻理由データ（Ｂ） 

履
歴
管
理
情
報 

請求決定データA 

再審査等請求データ（A） 

レセプト縦覧データ（A） 

再審査等結果データ（Ａ） 

資格確認前請求データ(A) 

資格確認補正データ(A) 

請求データＡ' 

履歴返戻理由データ（Ａ'） 

チェックデータ 

履歴請求データＢ 

返戻データ 

（資格確認補正データ）B 

履歴返戻理由データ（Ｂ） 

チェックデータ 

返戻合計データ 

 

 

  
履歴管理 
ブロック 

※ 請求決定データＡに補
正データがある場合

は、資格確認補正デー
タ及び補正・査定を反
映した請求データA’と

する。 

管理データ 

履歴請求データA 

資格確認補正データA 

補正データ（Ａ） 

審査運用データ（Ａ） 

チェックデータ 

 

再請求ファイ

ルの記録例に
ついては12ペ
ージを参照。 
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※前頁の続き 

 

                                                                                       

  

再請求ファイル 

※ 請求データBを修

正し、請求データ
Cとする。（返戻
理由データ（Ｂ）

は削除する。） 

薬局情報 

請求データＣ ※ 

履
歴
管
理
情
報 

請求決定データA 

再審査等請求データ（A） 

レセプト縦覧データ（A） 

再審査等結果データ（Ａ） 

履歴返戻理由データ（Ａ'） 

チェックデータ 

履歴請求データＢ 

返戻データ 

（資格確認補正データ）B 

履歴返戻理由データ（Ｂ） 

チェックデータ 

調剤報酬請求書情報 
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ウ 振替又は分割が行われたレセプトが再請求された場合 
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一次請求返戻ファイル 

再請求ファイル 

※ 請求データA'’

を修正し、請求デ
ータBとする。
（返戻理由データ

（Ａ''）は削除す
る。） 

※ 請求データBを修

正し、請求データ
Cとする。（返戻
理由データ（Ｂ）

は削除する。） 

返戻薬局データ 

請求データＡ'' ※ 

返戻理由データ（Ａ''） 

履
歴
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理
情
報 

請求決定データA' 

再審査等請求データ（A'） 

レセプト縦覧データ（A'） 
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履歴返戻理由データ（Ａ'） 
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調剤報酬請求書情報 

 返戻薬局データ 

請求データＢ 

返戻理由データ（Ｂ） 

履
歴
管
理
情
報 
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チェックデータ 
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返戻合計データ 

 
薬局情報 
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歴
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情
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履歴返戻理由データ（Ａ'） 

チェックデータ 

履歴請求データＢ 

返戻データ 

（資格確認補正データ）B 

履歴返戻理由データ（Ｂ） 

チェックデータ 

調剤報酬請求書情報 

 

 

 

 

 
履歴管理 
ブロック 

※ 請求決定データＡに補
正データがある場合は、
資格確認補正データ及び

補正・査定を反映した請
求データA''とする。 

管理データ 

資格確認前請求データA 

資格確認補正データA 

履歴請求データA' 

補正データ（Ａ'） 

審査運用データ（Ａ'） 

チェックデータ 

 

再請求ファイ

ルの記録例に
ついては12ペ
ージを参照。 
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エ 原審査及び再審査においてレセプトの振替又は分割が行われた場合 
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を修正し、請求デ
ータBとする。

（返戻理由データ
（Ａ''）は削除す
る。） 

返戻薬局データ 

請求データＡ''※ 

返戻理由データ（Ａ''） 

履
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管
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情
報 

請求決定データA' 

再審査等請求データ（A'） 

レセプト縦覧データ（A'） 

再審査等結果データ（Ａ'） 

資格確認前請求データ(A') 

資格確認補正データ(A') 

請求データＡ'' 

履歴返戻理由データ（Ａ''） 

チェックデータ 

返戻合計データ 

 
薬局情報 

請求データＢ ※ 

履
歴
管
理
情
報 

請求決定データA' 

再審査等請求データ（A'） 

レセプト縦覧データ（A'） 

再審査等結果データ（Ａ'） 

資格確認前請求データ(A') 

資格確認補正データ(A') 

請求データＡ'' 

履歴返戻理由データ（Ａ''） 

チェックデータ 

調剤報酬請求書情報 

 
返戻薬局データ 

請求データＢ 

返戻理由データ（Ｂ） 
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歴
管
理
情
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請求決定データA' 

再審査等請求データ（A'） 

レセプト縦覧データ（A'） 
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資格確認前請求データ(A') 
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チェックデータ 

履歴請求データＢ 

返戻データ 

（資格確認補正データ）B 

履歴返戻理由データ（Ｂ） 

チェックデータ 

返戻合計データ 

 

 

  
履歴管理 
ブロック 

※ 請求決定データＡ'に
補正データがある場合

は、資格確認補正デー
タ及び補正・査定を反
映した請求データA''と

する。 

管理データ 

資格確認前請求データA 

資格確認補正データA 

履歴請求データA' 

補正データ（Ａ'） 

審査運用データ（Ａ'） 

チェックデータ 

 

再請求ファイ

ルの記録例に
ついては12ペ
ージを参照。 
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※前頁の続き 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

再請求ファイル 

※ 請求データBを修

正し、請求データ
Cとする。（返戻
理由データ（Ｂ）

は削除する。） 
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支 
 

 
 

 
 

 

払 
 

 
 

 
 

 

機 
 

 
 

 
 

 

関 

保 
 

 
 

 
 

 
 

 

険 
 

 
 

 
 

 
 

 

者 
 

 
 

 
 

 
 

 

等 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

履歴管理 
ブロック  
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４ 再請求ファイルの記録例  

(１) 保険薬局からの一次請求返戻分の再請求 

 

① YK,1,13,4,9999999,レセ電薬局,202408,00,03-1234-5678 

 

② RE,1,4112,202406,レセ電 太郎,1,19800412,,,13,1,9999999,レセ電医院,東京都港区新橋２－１－３,レセ電 一郎,,,,,,,,,,,, 

,,,,,,,,,karte,,13442405940000154,,,,レセデンタロウ 

HO,06137777,９９９,９９９９９,1,199,,,,,,,, 

SN,1,01,,,,03,, 

JD,1,,,,1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

MF,00,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

SH,01,1,006,,2,,,, 

CZ,1,20240604,20240604,1,28,1,1,01,420001810,24,,,56,,,,,,,,,,～,,,,,,,,,,1,1,01,440011710,50,,,,,,,,, 

IY,1,612130207,1,,,,,, 

KI,20240604,1,1,410005510,24,,1,440012010,1,45,,,,,,,,,,,～ 

 

③ 8,1,0,    ④ RE,1,4112,202406,レセ電 太郎,1,19800412,,,13,1,9999999,レセ電医院,東京都港区新橋２－１－３, 

レセ電 一郎,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,13442405940000154,,,,レセデンタロウ 

8,2,0, HO,06139999,９９９,９９９９９,1,199,,,,,,,, 

8,3,0, SN,1,01,,,,,, 

8,4,0, JD,1,,,,1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

8,5,0, MF,00,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

8,6,0, SH,01,1,006,,2,,,, 

8,7,0, CZ,1,20240604,20240604,1,28,1,1,01,420001810,24,,,56,,,,,,,,,,～,,,,,,,,,,1,1,01,440011710,50,,,,,,,,, 

8,8,0, IY,1,612130207,1,,,,,, 

8,9,0, KI,20240604,1,1,410005510,24,,1,440012010,1,45,,,,,,,,,,,～ 

 

86,10,0,  ⑤ SN,1,02,06139999,９９９,９９９９９,03,, 

86,11,0, JY,2,3,0,,,10,0, 

86,12,0, ON,1,,20210501,202108100900,,,,,,,,,, 

 

8,13,0,   ⑨ HR,202407,1,L3087,保険者番号が誤っています。,,,,13443005940000154,,,, 

 

8,14,0,   ⑩ RC,Ver0000194a518af0ad07bd2aa7c30925e972ed9 

 

⑪ GO,1,199,99 

 

【事例説明】 

１．審査支払機関から保険者番号誤りにより返戻される。 

２．保険薬局で請求データ（②）の保険者番号を「０６１３９９９９」から「０６１３７７７７」に修正して再請求す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

凡例： 

① 薬局情報 

② 請求データ 

③ 履歴管理情報 

④ 履歴請求データ 

⑤ 資格確認補正データ 

⑨ 履歴返戻理由データ 

⑩ チェックデータ 

⑪ 調剤報酬請求書情報 
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(２) 保険薬局からの再審査等返戻分の再請求 

 

① YK,1,13,4,9999999,レセ電薬局,202412,00,03-1234-5678 

 

② RE,1,4114,202406,レセ電 花子,2,20200810,,,13,1,9999999,レセ電医院,東京都港区新橋２－１－３,レセ電 次郎,,,,,,,,,,,, 

,,,,,,,,,,,13442406940000002,,,,レセデンハナコ 

HO,06137777,９９９,９９９９９,1,131,,,,,,,, 

SN,1,01,,,,03,, 

JD,1,,,,1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

MF,00,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

SH,01,5,,,13,,,, 

CZ,1,20240604,20240604,1,1,1,1,01,420000410,10,,,13,,,,,,,,,,～,,,,,,,,,,1,1,01,440011910,4,,,,,,,,, 

IY,1,662650002,30,,,,,, 

KI,20240604,1,1,410004110,45,,1,440012210,1,59,,,,,,,,,,,～ 

 

③ 2,1,0,    ⑥ MN,940000002,東京都港区新橋２－１－３,13442406940000002,,, 

1,2,0, YK,1,13,4,9999999,レセ電薬局,202409,00,03-1234-5678 

1,3,0, RE,1,4114,202406,レセ電 花子,2,20200810,,,13,1,9999999,レセ電医院,東京都港区新橋２－１－３, 

レセ電 次郎,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,レセデンハナコ 

1,4,0, HO,06139999,９９９,９９９９９,1,131,,,,,,,, 

1,5,0, SN,1,01,,,,,, 

1,6,0, JD,1,1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

1,7,0, MF,00,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

1,8,0, SH,01,5,,,13,,,, 

1,9,0, CZ,1,20240604,20240604,1,1,1,1,01,420000410,10,,,13,,,,,,,,,,～,,,,,,,,,,1,1,01,440011910,4,,,,,,,,, 

1,10,0, IY,1,662650002,30,,,,,, 

1,11,0, KI,20240604,1,1,410004110,45,,1,440012210,1,59,,,,,,,,,,,～ 

6,12,0, SN,1,02,06139999,９９９,９９９９９,03,, 

6,13,0, JY,2,5,0,,,12,0, 

6,14,0, ON,1,,20210501,202108100900,,,,,,,,,, 

2,15,0, RC,Ver00001951db7d59291827774ddff735b53e1af 

 

3,16,0,   ⑦ MD,1,20241115,12345678901234567,1,100014,,,,,,,,,,,,,,,, 

 

4,17,0,   ⑧ MK,1,20241115,101,202411,,101,,,,,,, 

 

4,18,0,   ⑨ HR,202411,4,S1014,該当者なし,,,,13443006940000002,,,, 

 

4,19,0,   ⑩ RC,Ver0000134da81eaee88d0f23a53ad3412223e77 

 

⑪ GO,1,131,99 

 

 

【事例説明】 

１．保険者から理由番号「１０００１４（該当者なし）」で再審査等請求される。 

２．審査支払機関から該当者なしにより返戻される。 

なお、請求データ（②）は、一次請求及び再審査等請求での補正及び査定を反映した内容とする。 

３．保険薬局で請求データ（②）の保険者番号を「０６１３９９９９」から「０６１３７７７７」に修正して再請求す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

凡例： 

① 薬局情報 

② 請求データ 

③ 履歴管理情報 

⑥ 請求決定データ 

⑦ 再審査等請求データ 

⑧ 再審査等結果データ 

⑨ 履歴返戻理由データ 

⑩ チェックデータ 

 ⑪ 調剤報酬請求書情報 
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第２章 一次請求返戻ファイルに係る記録条件仕様 

保険薬局から審査支払機関へ請求されたレセプトについて、審査支払機関の処理の結果、保険薬局へ返戻する際

の一次請求返戻ファイルの記録条件について定める。 

 

１ 電気通信回線 

電気通信回線は、ISDN回線を利用したダイヤルアップ接続、閉域IP網を利用したIP-VPN接続またはオープンなネッ

トワークにおいてはIPsec(IETF(Internet Engineering Task Force)において標準とされた、IP(Internet Protocol)

レベルの暗号化機能。認証や暗号のプロトコル、鍵交換のプロトコル、ヘッダー構造など複数のプロトコルの総称）

とIKE(Internet Key Exchange;IPsecで用いるインターネット標準の鍵交換プロトコル)を組み合わせた接続とする。 

 

２ 記録形式 

ＣＳＶ形式とする。 

 

３ ファイル構成 

ファイル名を“RECEIPTY”とし、拡張名を“HEN”とする。 

 

４ 情報表記仕様 

（１） 一次請求返戻ファイルの構成 

ファイルの構成は、次のとおりとする。 

ア 一次請求返戻ファイルは、複数のレセプト情報を記録する。 

イ ファイルは改行コードにより複数レコードに分割し、レコードの組み合わせにて構成する。 

ウ ファイル最終レコードは、改行コードの後にファイルの終わりを示す１バイトの文字列（ＥＯＦコード）を記

録する。 

エ １ファイル内のレコードの種類及び記録順は、次の表のとおりとする。 

レコードの種類 識別情報 備考 記録 

返戻薬局データ 返戻薬局レコード ＨＹ １ファイル単位の先頭に記録 必須 

返戻レセプト （別記） （別記） １ファイル単位内に１以上記録 必須 

返戻合計データ 返戻合計レコード ＨＧ １ファイル単位の最後に記録 必須 

オ 返戻レセプトには、第１章－１－（１）の請求データに返戻理由データ及び履歴管理ブロックを付加し構成す

る。 

カ 請求データは、保険薬局側の記録誤り等により、不要な情報が記録された場合等にあっては、不要な情報が削

除される場合もある。また、審査支払機関における処理の結果、補正等が行われた場合は、第１章－１－（１）

の請求データを当該補正後の内容とする。 

キ 履歴管理ブロックの各レコードの先頭にデータ識別、行番号及び枝番号で構成する履歴管理情報を付加する。

レコード先頭１文字目が数字であれば履歴管理ブロックであると判断可能である。 

なお、データ識別の種類は次の表のとおりとする。 

データ識別の種類 コード 記録するデータの内容 

請求データ １ 保険薬局からの請求又は審査支払機関での資格確認による請求 

支払決定データ ２ 審査支払機関での補正等 

再審査等データ ３ 保険者等からの再審査等請求 

再審査等決定データ ４ 審査支払機関での再審査等結果 

資格確認前請求データ ５ 審査支払機関での資格確認前の保険薬局からの請求 

資格確認補正データ ６ 審査支払機関での資格確認による補正等 

返戻データ ８ 保険薬局への一次請求及び再請求の返戻 

再請求前の請求データ １１ 
再請求前の保険薬局からの請求又は再請求前の審査支払機関での資

格確認による請求 

再請求前の支払決定データ １２ 再請求前の審査支払機関での補正等 

再請求前の再審査等データ １３ 再請求前の保険者等からの再審査等請求 

再請求前の再審査等決定データ １４ 再請求前の審査支払機関での再審査等結果 

再請求前の資格確認前請求データ １５ 再請求前の審査支払機関での資格確認前の保険薬局からの請求 

再請求前の資格確認補正データ １６ 再請求前の審査支払機関での資格確認による補正等 

返戻データ（資格確認前請求デー

タ） 
８５ 

保険薬局への一次請求及び再請求の返戻（審査支払機関での資格確

認前の保険薬局からの請求） 

返戻データ（資格確認補正データ） ８６ 
保険薬局への一次請求及び再請求の返戻（審査支払機関での資格確

認による補正等） 
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ク １返戻レセプト内のレコードの種類及び記録順は、次の表のとおりとする。 

（ア） 一次請求返戻レセプト及び再請求返戻レセプト（一次請求返戻分）の場合 

ａ 資格喪失以外の場合 

レコードの種類 ﾃﾞｰﾀ識別 ﾚｺｰﾄﾞ識別 備考 

請
求
デ
ー
タ 

レセプト共通レコード 

― 

ＲＥ 

１ 審査支払機関で受け付けたレセプトの内容を

記録する。記録順、記録内容については「一次

請求記録条件仕様」のとおり。 

２ 保険薬局側の記録誤り等により、不要な情報

が記録された場合等にあっては、不要な情報が

削除される場合もある。 

３ 審査支払機関における処理の結果、補正等が

行われた場合は、補正後の内容とする。 

レ
セ
プ
ト
情
報 

保険者レコード ＨＯ 

公費レコード ＫＯ 

資格確認レコード ＳＮ 

受診日等レコード ＪＤ 

窓口負担額レコード ＭＦ 

処
方
情
報 

処方基本レコード ＳＨ 

調剤情報レコード ＣＺ 

医薬品レコード ＩＹ 

特定器材レコード ＴＯ 

コメントレコード ＣＯ 

摘要欄レコード ＴＫ 

基本料・薬学管理料レコード ＫＩ 

分割技術料レコード ＳＴ 

返戻理由 

データ 
返戻理由レコード ― ＨＲ 返戻理由を記録する。（複数記録可能） 

履
歴
管
理
ブ
ロ
ッ
ク 

履
歴
請
求
デ
ー
タ 

レセプト共通レコード 

    ～  

分割技術料レコード 

８ 
ＲＥ 

～  
ＳＴ 

１ 審査支払機関で受け付けたレセプトの内容に

履歴管理情報を付して記録する。 

２ 保険薬局側の記録誤り等により、不要な情報

が記録された場合等にあっては、不要な情報が

削除される場合もある。 

３ 審査支払機関における処理の結果、補正等が

行われた場合は、補正後の内容とする。 

資
格
確
認
補
正
デ
ー
タ 

レセプト共通レコード 

    ～  

受診日等レコード 

８６ 
ＲＥ 

～  
ＪＤ 

１ 電子資格確認の結果、補正されたレセプトの

補正後の内容を記録する。 

２ 保険薬局からの請求内容と差分の生じた

レコードを記録する。 

事由レコード ８６ ＪＹ 補正箇所を記録する。 

資格確認運用レコード ８６ ＯＮ 
電子資格確認による運用で付加する情報を記録

する。 
履
歴
返
戻 

理
由
デ
ー
タ 

返戻理由レコード ８ ＨＲ 
返戻理由に履歴管理情報を付して記録する。

（複数記録可能） 

チ
ェ
ッ
ク 

デ
ー
タ レコード管理情報レコード ８ ＲＣ 

審査支払機関側が当該レセプトを識別する情報

を記録する。 

注１ 履歴管理ブロックは、一次請求及び再請求の返戻の回数に応じて、複数回記録されることがある。 

２ 令和3年8月調剤以前分の場合は、資格確認補正データを記録しない。 

３ 令和3年8月調剤以前分であって、保険薬局からの請求時に資格確認レコード、受診日等レコード及び窓口負担

額レコードが記録された場合は、審査支払機関において読み飛ばし、保険薬局への返戻時に履歴請求データ及び

請求データに記録しない。 

４ 令和6年2月調剤以前分であって、保険薬局からの請求時に公費負担医療の12から始まる負担者番号がある公費

レコードと、これに対応した資格確認レコードが記録された場合は、当該資格確認レコードのみ審査支払機関に

おいて読み飛ばし、保険医療機関への返戻時に履歴請求データ及び請求データに記録しない。 
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ｂ 資格喪失が確認され、レセプトの振替又は分割が行われた場合 

レコードの種類 ﾃﾞｰﾀ識別 ﾚｺｰﾄﾞ識別 備考 

請
求
デ
ー
タ 

レセプト共通レコード 

― 

ＲＥ 

１ 審査支払機関で受け付けたレセプトの内容を

電子資格確認の結果に基づき、振替又は分割後

の内容に置き換え記録する。記録順、記録内容

については「一次請求記録条件仕様」のとお

り。 

２ 保険薬局側の記録誤り等により、不要な情報

が記録された場合等にあっては、不要な情報が

削除される場合もある。 

３ 審査支払機関における処理の結果、補正等が

行われた場合は、補正後の内容とする。 

レ
セ
プ
ト
情
報 

保険者レコード ＨＯ 

公費レコード ＫＯ 

資格確認レコード ＳＮ 

受診日等レコード ＪＤ 

窓口負担額レコード ＭＦ 

処
方
情
報 

処方基本レコード ＳＨ 

調剤情報レコード ＣＺ 

医薬品レコード ＩＹ 

特定器材レコード ＴＯ 

コメントレコード ＣＯ 

摘要欄レコード ＴＫ 

基本料・薬学管理料レコード ＫＩ 

分割技術料レコード ＳＴ 

返戻理由 

データ 
返戻理由レコード ― ＨＲ 返戻理由を記録する。（複数記録可能） 

履
歴
管
理
ブ
ロ
ッ
ク 

資
格
確
認
前 

請
求
デ
ー
タ 

レセプト共通レコード 

    ～  

分割技術料レコード 

８５ 
ＲＥ 

～  
ＳＴ 

１ 審査支払機関で受け付けたレセプトの内容を

記録する。記録順、記録内容については「一次

請求記録条件仕様」のとおり。 

２ 保険薬局側の記録誤り等により、不要な情報

が記録された場合等にあっては、不要な情報が

削除される場合もある。 

資
格
確
認
補
正
デ
ー
タ 

レセプト共通レコード 

    ～  

分割技術料レコード 

８６ 
ＲＥ 

～  
ＳＴ 

１ 電子資格確認の結果、補正されたレセプトの

補正後の内容を記録する。 

２ 保険薬局からの請求内容と差分の生じた

レコードを記録する。 

事由レコード ８６ ＪＹ 補正箇所を記録する。 

資格確認運用レコード ８６ ＯＮ 
電子資格確認による運用で付加する情報を記録

する。 

履
歴
請
求
デ
ー
タ 

レセプト共通レコード 

    ～  

分割技術料レコード 

８ 
ＲＥ 

～  
ＳＴ 

１ 審査支払機関で受け付けたレセプトの内容を

電子資格確認の結果に基づき、振替又は分割後

の内容に置き換え記録する。記録順、記録内容

については「一次請求記録条件仕様」のとお

り。 

２ 保険薬局側の記録誤り等により、不要な情報

が記録された場合等にあっては、不要な情報が

削除される場合もある。 

３ 審査支払機関における処理の結果、補正等が

行われた場合は、補正後の内容とする。 
履
歴
返
戻 

理
由
デ
ー
タ 

返戻理由レコード ８ ＨＲ 
返戻理由に履歴管理情報を付して記録する。

（複数記録可能） 

チ
ェ
ッ
ク 

デ
ー
タ レコード管理情報レコード ８ ＲＣ 

審査支払機関側が当該レセプトを識別する情報

を記録する。 

注１ 履歴管理ブロックは、一次請求及び再請求の返戻の回数に応じて、複数回記録されることがある。 

２ 令和3年8月調剤以前分の場合は、資格確認前請求データ及び資格確認補正データを記録しない。 

３ 令和3年8月調剤以前分であって、保険薬局からの請求時に資格確認レコード、受診日等レコード及び窓口負担

額レコードが記録された場合は、審査支払機関において読み飛ばし、保険薬局への返戻時に履歴請求データ及び

請求データに記録しない。 

 

  



 

- 17 - 

（イ） 再請求返戻レセプト（再審査等返戻分）の場合 

ａ 資格喪失以外の場合 

レコードの種類 ﾃﾞｰﾀ識別 ﾚｺｰﾄﾞ識別 備考 

請
求
デ
ー
タ 

レセプト共通レコード 

    ～  

分割技術料レコード 

― 
ＲＥ 

～  
ＳＴ 

前（ア）－ａ「資格喪失以外の場合」の「請求

データ」と同様。 

返戻理由 

データ 
返戻理由レコード ― ＨＲ 返戻理由を記録する。（複数記録可能） 

履
歴
管
理
ブ
ロ
ッ
ク 

請
求
決
定
デ
ー
タ 

管
理 

デ
ー
タ 

レセプト管理レコード ２ ＭＮ 
保険者への請求時に付加した管理データを記録す

る。 

履
歴
請
求
デ
ー
タ 

薬局情報レコード 

    ～  

分割技術料レコード 

１ 

ＹＫ 

 

～  
ＳＴ 

１ 電子資格確認による資格確認の結果、振替又

は分割となり再作成されたレセプトの保険薬局

からの請求時の内容を記録する。 

２ 薬局情報レコードの「薬局連絡先名称」項目

について、保険薬局側の記録内容と審査支払機

関が管理する名称が異なる場合は、審査支払機

関が管理する名称に置き換える。 
資
格
確
認 

補
正
デ
ー
タ 

レセプト共通レコード 

    ～  

受診日等レコード 

６ 
ＲＥ 

～  
ＪＤ 前（ア）－ａ「資格喪失以外の場合」の「資格

確認補正データ」と同様。 
事由レコード ６ ＪＹ 

資格確認運用レコード ６ ＯＮ 

補
正
デ
ー
タ 

レセプト共通レコード 

    ～  

分割技術料レコード 

２ 
ＲＥ 

～  
ＳＴ 

１ 審査支払機関で補正されたレセプトの補正後

の内容を記録する。 

２ 履歴請求データと差分の生じたレコード

を記録する。 

事由レコード ２ ＪＹ 補正箇所と補正事由を記録する。 

資格確認運用レコード ２ ＯＮ 
電子資格確認による運用で付加する情報を記録

する。 
審
査
運
用 

デ
ー
タ 審査運用レコード ２ ＥＸ 

保険者等への請求時に付加したデータを記録す

る。 チ
ェ
ッ
ク 

デ
ー
タ レコード管理情報レコード ２ ＲＣ 

再審査等 
請求データ 

再審査等申し出レコード ３ ＭＤ 保険者等からの再審査等申し出内容を記録す

る。 理由対象レコード ３ ＲＴ 

レセプト 
縦覧データ 

レセプト縦覧レコード ３ ＪＲ 
保険者等からの再審査等申し出時に縦覧したレ

セプト情報を記録する。 

再
審
査
等
結
果
情
報 

再
審
査
等 

結
果
デ
ー
タ 

再審査等申し出結果 

レコード 
４ ＭＫ 審査支払機関での再審査等結果を記録する。 

再
審
査
等
補
正
デ
ー
タ 

レセプト共通レコード 

    ～  

分割技術料レコード 

４ 
ＲＥ 

～  
ＳＴ 

１ 審査支払機関で再審査等の結果、補正された

レセプトの補正後の内容を記録する。 

２ 履歴請求データ又は補正データと差分の

生じたレコードを記録する。 

事由レコード ４ ＪＹ 補正箇所と補正事由を記録する。 

資格確認運用レコード ４ ＯＮ 
電子資格確認による運用で付加する情報を記録

する。 
審
査
運
用 

デ
ー
タ 審査運用レコード ４ ＥＸ 

保険者への再審査結果返付時に付加したデータ

を記録する。 

返
戻
理
由

デ
ー
タ 返戻理由レコード ４ ＨＲ 

審査支払機関で再審査等の結果、返戻されたレ

セプトの返戻理由を記録する。 

チ
ェ
ッ
ク 

デ
ー
タ 

チェックデータ ４ ＲＣ 
保険者への再審査結果返付時に付加したデータ

を記録する。 
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レコードの種類 ﾃﾞｰﾀ識別 ﾚｺｰﾄﾞ識別 備考 

履
歴
管
理
ブ
ロ
ッ
ク 

履
歴
請
求
デ
ー
タ 

レセプト共通レコード 

    ～  

分割技術料レコード 

８ 
ＲＥ 

～  
ＳＴ 

１ 再審査等返戻分の再請求に係るレセプトの内

容に履歴管理情報を付して記録する。 

２ 保険薬局側の記録誤り等により、不要な情報

が記録された場合等にあっては、不要な情報が

削除される場合もある。 
履
歴
返
戻 

理
由
デ
ー
タ 

返戻理由レコード ８ ＨＲ 
返戻理由に履歴管理情報を付して記録する。

（複数記録可能） 

チ
ェ
ッ
ク 

デ
ー
タ レコード管理情報レコード ８ ＲＣ 

審査支払機関側が当該レセプトを識別する情報

を記録する。 

注１ 履歴管理ブロックの履歴請求データ等（データ識別“８”）は、再請求の返戻の回数に応じて、複数

回記録されることがある。 

２ 令和3年8月調剤以前分の場合は、資格確認補正データを記録しない。 

３ 令和3年8月調剤以前分であって、保険薬局からの請求時に資格確認レコード、受診日等レコード及び窓口負担

額レコードが記録された場合は、審査支払機関において読み飛ばし、保険薬局への返戻時に履歴請求データ及び

請求データに記録しない。 

４ 令和6年2月調剤以前分であって、保険薬局からの請求時に公費負担医療の12から始まる負担者番号がある公費

レコードと、これに対応した資格確認レコードが記録された場合は、当該資格確認レコードのみ審査支払機関に

おいて読み飛ばし、保険医療機関への返戻時に履歴請求データ及び請求データに記録しない。 

 

 

ｂ 資格喪失が確認され、レセプトの振替又は分割が行われた場合 

レコードの種類 ﾃﾞｰﾀ識別 ﾚｺｰﾄﾞ識別 備考 

請
求
デ
ー
タ 

レセプト共通レコード 

    ～  

分割技術料レコード 

― 
ＲＥ 

～  
ＳＴ 

前（ア）－ｂ「資格喪失が確認され、レセプト

の振替又は分割が行われた場合」の「請求デー

タ」と同様。 

返戻理由 

データ 
返戻理由レコード ― ＨＲ 返戻理由を記録する。（複数記録可能） 

履
歴
管
理
ブ
ロ
ッ
ク 

請
求
決
定
デ
ー
タ 

管
理 

デ
ー
タ 

レセプト管理レコード ２ ＭＮ 
保険者への請求時に付加した管理データを記録す

る。 

資
格
確
認
前 

請
求
デ
ー
タ 

薬局情報レコード 

    ～  

分割技術料レコード 

５ 
ＹＫ 

～  
ＳＴ 

前（ア）－ｂ「資格喪失が確認され、レセプト

の振替又は分割が行われた場合」の「資格確認前

請求データ」と同様。 

資
格
確
認 

補
正
デ
ー
タ 

レセプト共通レコード 

    ～  

分割技術料レコード 

６ 
ＲＥ 

～  
ＳＴ 

前（ア）－ｂ「資格喪失が確認され、レセプト

の振替又は分割が行われた場合」の「資格確認補

正データ」と同様。 事由レコード ６ ＪＹ 

資格確認運用レコード ６ ＯＮ 

履
歴
請
求
デ
ー
タ 

薬局情報レコード 

    ～  

分割技術料レコード 

１ 
ＹＫ 

～  
ＳＴ 

１ 電子資格確認による資格確認の結果、振替又

は分割となり再作成されたレセプトの保険薬局

からの請求時の内容を記録する。 

２ 薬局情報レコードの「薬局連絡先名称」項目

について、保険薬局側の記録内容と審査支払機

関が管理する名称が異なる場合は、審査支払機

関が管理する名称に置き換える。 

補
正
デ
ー
タ 

レセプト共通レコード 

    ～  

分割技術料レコード 

２ 
ＲＥ 

～  
ＳＴ 

１ 審査支払機関で補正されたレセプトの補正後

の内容を記録する。 

２ 履歴請求データと差分の生じたレコード

を記録する。 

事由レコード ２ ＪＹ 補正箇所と補正事由を記録する。 

資格確認運用レコード ２ ＯＮ 
電子資格確認による運用で付加する情報を記録

する。 
審
査
運
用 

デ
ー
タ 審査運用レコード ２ ＥＸ 

保険者等への請求時に付加したデータを記録す

る。 
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レコードの種類 ﾃﾞｰﾀ識別 ﾚｺｰﾄﾞ識別 備考 
チ
ェ
ッ
ク 

デ
ー
タ レコード管理情報レコード ２ ＲＣ 

再審査等 
請求データ 

再審査等申し出レコード ３ ＭＤ 保険者等からの再審査等申し出内容を記録す

る。 理由対象レコード ３ ＲＴ 

レセプト 
縦覧データ 

レセプト縦覧レコード ３ ＪＲ 
保険者等からの再審査等申し出時に縦覧したレ

セプト情報を記録する。 

再
審
査
等
結
果
情
報 

再
審
査
等 

結
果
デ
ー
タ 

再審査等申し出結果 

レコード 
４ ＭＫ 審査支払機関での再審査等結果を記録する。 

再
審
査
等
補
正
デ
ー
タ 

レセプト共通レコード 

    ～  

分割技術料レコード 

４ 
ＲＥ 

～  
ＳＴ 

１ 審査支払機関で再審査等の結果、補正された

レセプトの補正後の内容を記録する。 

２ 履歴請求データ又は補正データと差分の

生じたレコードを記録する。 

事由レコード ４ ＪＹ 補正箇所と補正事由を記録する。 

資格確認運用レコード ４ ＯＮ 
電子資格確認による運用で付加する情報を記録

する。 
審
査
運
用 

デ
ー
タ 審査運用レコード ４ ＥＸ 

保険者への再審査結果返付時に付加したデータ

を記録する。 

返
戻
理
由

デ
ー
タ 返戻理由レコード ４ ＨＲ 

審査支払機関で再審査等の結果、返戻されたレ

セプトの返戻理由を記録する。 

チ
ェ
ッ
ク 

デ
ー
タ 

チェックデータ ４ ＲＣ 
保険者への再審査結果返付時に付加したデータ

を記録する。 

履
歴
管
理
ブ
ロ
ッ
ク 

履
歴
請
求
デ
ー
タ 

レセプト共通レコード 

    ～  

分割技術料レコード 

８ 
ＲＥ 

～  
ＳＴ 

１ 再審査等返戻分の再請求に係るレセプトの内

容に履歴管理情報を付して記録する。 

２ 保険薬局側の記録誤り等により、不要な情報

が記録された場合等にあっては、不要な情報が

削除される場合もある。 
履
歴
返
戻 

理
由
デ
ー
タ 

返戻理由レコード ８ ＨＲ 
返戻理由に履歴管理情報を付して記録する。

（複数記録可能） 

チ
ェ
ッ
ク 

デ
ー
タ レコード管理情報レコード ８ ＲＣ 

審査支払機関側が当該レセプトを識別する情報

を記録する。 

注１ 履歴管理ブロックの履歴請求データ等（データ識別“８”）は、再請求の返戻の回数に応じて、複数

回記録されることがある。 

２ 令和3年8月調剤以前分の場合は、資格確認前請求データ及び資格確認補正データを記録しない。 

３ 令和3年8月調剤以前分であって、保険薬局からの請求時に資格確認レコード、受診日等レコード及び窓口負担

額レコードが記録された場合は、審査支払機関において読み飛ばし、保険薬局への返戻時に履歴請求データ及び

請求データに記録しない。 
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（２） 一次請求返戻ファイル構成イメージ 

ア 一次請求返戻レセプト  

（ア） 資格喪失以外の場合 

一次請求返戻ファイル 

   

 返戻薬局 

データ 
レセプト レセプト ・・・・・・・・・・・・ 

返戻合計 

データ 

 

    

 

 返戻薬局 

レコード（HY） 
 

請求 

データ 

返戻理由 

データ（※1） 

履歴管理 

ブロック（※2） 
 

返戻合計 

レコード（HG） 
 

 

 
返戻理由 

レコード（HR） 

 
履歴請求 
データ 

資格確認補正 
データ（※3） 

履歴返戻理由 
データ（※1） 

チェック 
データ 

 

 

 

 

 返戻理由 

レコード（HR） 

 レコード管理情報 

レコード（RC） 

 

 

請
求
デ
ー
タ 

レセプト 
共通 
ﾚｺｰﾄﾞ 
(RE) 

レセプト情報 処方情報  

保険者 
ﾚｺｰﾄﾞ 
(HO) 

公費 
ﾚｺｰﾄﾞ 
(KO) 

資格確認 
ﾚｺｰﾄﾞ 
(SN) 

（※3） 

（※4） 

受診日等 
ﾚｺｰﾄﾞ 
(JD)  
（※3） 

窓口負担額 
ﾚｺｰﾄﾞ 
(MF) 

（※3） 

処方情報 

ﾚｺｰﾄﾞ 

（SH） 

調剤情報 

ﾚｺｰﾄﾞ 

(CZ) 

医薬品 

ﾚｺｰﾄﾞ 

(IY) 

特定器材 

ﾚｺｰﾄﾞ 

(TO) 

コメント 

ﾚｺｰﾄﾞ 

(CO) 

 

 

摘要欄 
ﾚｺｰﾄﾞ 
(TK) 

基本料・薬
学管理料 
ﾚｺｰﾄﾞ 
(KI) 

分割技術料 
ﾚｺｰﾄﾞ 
(ST) 

 
 

履
歴
請
求 

デ
ー
タ 

レセプト 
共通 
ﾚｺｰﾄﾞ 
(RE) 

レセプト情報 処方情報  

保険者 
ﾚｺｰﾄﾞ 
(HO) 

公費 
ﾚｺｰﾄﾞ 
(KO) 

資格確認 
ﾚｺｰﾄﾞ 
(SN) 

（※3） 

（※4） 

受診日等 
ﾚｺｰﾄﾞ 
(JD)  
（※3） 

窓口負担額 
ﾚｺｰﾄﾞ 
(MF) 

（※3） 

処方情報ﾚｺ

ｰﾄﾞ 

（SH） 

調剤情報 

ﾚｺｰﾄﾞ 

(CZ) 

医薬品 

ﾚｺｰﾄﾞ 

(IY) 

特定器材 

ﾚｺｰﾄﾞ 

(TO) 

コメント 

ﾚｺｰﾄﾞ 

(CO) 

 

 

摘要欄 
ﾚｺｰﾄﾞ 
(TK) 

基本料・薬
学管理料 
ﾚｺｰﾄﾞ 
(KI) 

分割技術料 
ﾚｺｰﾄﾞ 
(ST) 

 

資
格
確
認
補

正
デ
ー
タ 

レセプト 

共通 

ﾚｺｰﾄﾞ 

(RE) 

レセプト情報 

事由 

ﾚｺｰﾄﾞ 

(JY) 

資格確認 

運用 

ﾚｺｰﾄﾞ 

(ON) 

 

保険者 

ﾚｺｰﾄﾞ 

(HO) 

公費 

ﾚｺｰﾄﾞ 

(KO) 

資格確認 

ﾚｺｰﾄﾞ 

(SN) 

受診日等 

ﾚｺｰﾄﾞ 

(JD) 

 
  

 

 

※１ 返戻理由データ及び履歴返戻理由データは複数記録する場合がある。 

※２ 履歴管理ブロックの各レコードの先頭に履歴管理情報が付される。 

※３ 令和3年8月調剤以前分の場合は記録しない。 

※４ 令和6年2月調剤以前分の場合で、負担者種別コードが「2」～「5」の場合は記録しない。 

 

  

※3 
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（イ） 資格喪失が確認され、レセプトの振替又は分割が行われた場合※３ 

一次請求返戻ファイル 

   

 返戻薬局 

データ 
レセプト レセプト ・・・・・・・・・・・・ 

返戻合計 

データ 

 

    

 

 返戻薬局 

レコード（HY） 
 

請求 

データ 

返戻理由 

データ（※1） 

履歴管理 

ブロック（※2） 
 

返戻合計 

レコード（HG） 
 

 

 
返戻理由 

レコード（HR） 

 
資格確認前請求 
データ（※3） 

資格確認補正 
データ（※3） 

履歴請求 
データ 

履歴返戻理由 
データ（※1） 

チェック 
データ 

 

 

 

 

 返戻理由 

レコード（HR） 

 レコード管理情報 

レコード（RC） 

 

 

請
求
デ
ー
タ 

レセプト 
共通 
ﾚｺｰﾄﾞ 
(RE) 

レセプト情報 処方情報  

保険者 
ﾚｺｰﾄﾞ 
(HO) 

公費 
ﾚｺｰﾄﾞ 
(KO) 

資格確認 
ﾚｺｰﾄﾞ 
(SN)  
（※3） 

受診日等 
ﾚｺｰﾄﾞ 
(JD)  

（※3）  

窓口負担額 
ﾚｺｰﾄﾞ 
(MF)  
（※3） 

処方情報

ﾚｺｰﾄﾞ 

（SH） 

調剤情報 

ﾚｺｰﾄﾞ 

(CZ) 

医薬品 

ﾚｺｰﾄﾞ 

(IY) 

特定器材 

ﾚｺｰﾄﾞ 

(TO) 

コメント 

ﾚｺｰﾄﾞ 

(CO) 

 

 

摘要欄 
ﾚｺｰﾄﾞ 
(TK) 

基本料・薬
学管理料 
ﾚｺｰﾄﾞ 
(KI) 

分割技術料 
ﾚｺｰﾄﾞ 
(ST) 

 

資
格
確
認
前 

請
求
デ
ー
タ 

レセプト 
共通 
ﾚｺｰﾄﾞ 
(RE) 

レセプト情報 処方情報  

保険者 
ﾚｺｰﾄﾞ 
(HO) 

公費 
ﾚｺｰﾄﾞ 
(KO) 

資格確認 
ﾚｺｰﾄﾞ 
(SN) 

受診日等 
ﾚｺｰﾄﾞ 
(JD)  

窓口負担額 
ﾚｺｰﾄﾞ 
(MF) 

処方情報

ﾚｺｰﾄﾞ 

（SH） 

調剤情報 

ﾚｺｰﾄﾞ 

(CZ) 

医薬品 

ﾚｺｰﾄﾞ 

(IY) 

特定器材 

ﾚｺｰﾄﾞ 

(TO) 

コメント 

ﾚｺｰﾄﾞ 

(CO) 

 

 

摘要欄 
ﾚｺｰﾄﾞ 
(TK) 

基本料・薬
学管理料 
ﾚｺｰﾄﾞ 
(KI) 

分割技術料 
ﾚｺｰﾄﾞ 
(ST) 

 

資
格
確
認 

補
正
デ
ー
タ 

レセプト 
共通 
ﾚｺｰﾄﾞ 
(RE) 

レセプト情報 処方情報  

保険者 
ﾚｺｰﾄﾞ 
(HO) 

公費 
ﾚｺｰﾄﾞ 
(KO) 

資格確認 
ﾚｺｰﾄﾞ 
(SN) 

受診日等 
ﾚｺｰﾄﾞ 
(JD)  

窓口負担額 
ﾚｺｰﾄﾞ 
(MF) 

処方情報

ﾚｺｰﾄﾞ 

（SH） 

調剤情報 

ﾚｺｰﾄﾞ 

(CZ) 

医薬品 

ﾚｺｰﾄﾞ 

(IY) 

特定器材 

ﾚｺｰﾄﾞ 

(TO) 

コメント 

ﾚｺｰﾄﾞ 

(CO) 

 

 

摘要欄 
ﾚｺｰﾄﾞ 
(TK) 

基本料・薬
学管理料 
ﾚｺｰﾄﾞ 
(KI) 

分割技術料 
ﾚｺｰﾄﾞ 
(ST) 

事由 

ﾚｺｰﾄﾞ 
(JY) 

資格確認 

運用 

ﾚｺｰﾄﾞ 
(ON) 

 

履
歴
請
求 

デ
ー
タ 

レセプト 
共通 
ﾚｺｰﾄﾞ 
(RE) 

レセプト情報 処方情報  

保険者 
ﾚｺｰﾄﾞ 
(HO) 

公費 
ﾚｺｰﾄﾞ 
(KO) 

資格確認 
ﾚｺｰﾄﾞ 
(SN)  
（※3） 

受診日等 
ﾚｺｰﾄﾞ 
(JD)  

（※3）  

窓口負担額 
ﾚｺｰﾄﾞ 
(MF)  
（※3） 

処方情報

ﾚｺｰﾄﾞ 

（SH） 

調剤情報 

ﾚｺｰﾄﾞ 

(CZ) 

医薬品 

ﾚｺｰﾄﾞ 

(IY) 

特定器材 

ﾚｺｰﾄﾞ 

(TO) 

コメント 

ﾚｺｰﾄﾞ 

(CO) 

 

 

摘要欄 
ﾚｺｰﾄﾞ 
(TK) 

基本料・薬
学管理料 
ﾚｺｰﾄﾞ 
(KI) 

分割技術料 
ﾚｺｰﾄﾞ 
(ST) 

 

 

※１ 返戻理由データ及び履歴返戻理由データは複数記録する場合がある。 

※２ 履歴管理ブロックの各レコードの先頭に履歴管理情報が付される。 

※３ 令和3年8月調剤以前分の場合は記録しない。 
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イ 再請求返戻レセプト（一次請求返戻分） 

（ア） 資格喪失以外の場合 

一次請求返戻ファイル 

   

 返戻薬局 

データ 
レセプト レセプト ・・・・・・・・・・・・ 

返戻合計 

データ 

 

    

 

 

  
請求 

データ 
（※1） 

返戻理由 

データ 
（※2） 

履歴管理 

ブロック 
（※3） 

   

 

 
履歴請求 

データ 

資格確認補正 

データ 
（※4） 

履歴返戻理由 

データ 
（※2） 

チェック 

データ 

履歴請求 

データ 
（※1） 

履歴返戻理由 

データ 
（※1※2） 

チェック 

データ 
 

 

注 前アの（ア）と同一箇所は省略。 

 

※１ 再請求されたレセプトの請求データ、履歴請求データ及び履歴返戻理由データが記録される。 

※２ 返戻理由データ及び履歴返戻理由データは複数記録する場合がある。 

※３ 履歴管理ブロックの各レコードの先頭に履歴管理情報が付される。 

※４ 令和3年8月調剤以前分の場合は記録しない。 

 

（イ） 資格喪失が確認され、レセプトの振替又は分割が行われた場合※４ 

一次請求返戻ファイル 

   

 返戻薬局 

データ 
レセプト レセプト ・・・・・・・・・・・・ 

返戻合計 

データ 

 

    

 

 

  
請求 

データ 
（※1） 

返戻理由 

データ 
（※2） 

履歴管理 

ブロック 
（※3） 

   

 

 
資格確認前 

請求データ 

資格確認補正 

データ 

履歴請求 

データ 

履歴返戻理由 

データ 
（※2） 

チェック 

データ 

履歴請求 

データ 
（※1） 

履歴返戻理由 

データ 
（※1※2） 

チェック 

データ 
 

 

注 前アの（イ）と同一箇所は省略。 

 

※１ 再請求されたレセプトの請求データ、履歴請求データ及び履歴返戻理由データが記録される。 

※２ 返戻理由データ及び履歴返戻理由データは複数記録する場合がある。 

※３ 履歴管理ブロックの各レコードの先頭に履歴管理情報が付される。 

※４ 令和3年8月調剤以前分の場合は記録しない。 
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ウ 再請求返戻レセプト（再審査等返戻分） 

（ア） 初回の再審査等請求で返戻された場合のレセプト 

ａ 資格喪失以外の場合 

一次請求返戻ファイル 

   

 返戻薬局 

データ 
レセプト レセプト ・・・・・・・・・・・・ 

返戻合計 

データ 

 

    
 

  
請求 

データ 
（※1） 

返戻理由 

データ 
（※1,※2） 

履歴管理 

ブロック 
（※3） 

   

 

 
請求決定 

データ 

再審査等 

請求データ 
（※2） 

レセプト 

縦覧データ 
（※2） 

再審査等 

結果情報 

（返戻） 

履歴請求 

データ 
（※1） 

履歴返戻 

理由データ 
（※1,※2） 

チェック 

データ 
 

 

   
再審査等申し出 

レコード 

（MD） 

理由対象 
レコード 

（RT） 

 
レセプト縦覧 
レコード 

（JR） 

 
再審査等 
結果データ 

（※2） 

履歴返戻 
理由データ 

（※2） 

チェック 
データ 

 

 

 
 

再審査等申し出 
結果レコード 

（MK） 

 返戻理由 
レコード 
（HR） 

 レコード管理 
情報レコード 

（RC） 

 

 

請
求
決
定 

デ
ー
タ 

管理 
データ 

履歴請求 
データ 
（※4） 

資格確認補正 

データ 

（※5） 

補正 

データ 

審査運用 

データ 

チェック 

データ 

 

 
 

 

レセプト管理 
レコード 

(MN) 
 

審査運用 
レコード 
(EX) 

 
レコード管理 
情報レコード 

（RC） 
 

注 前アの（ア）と同一箇所は省略。                                         

※１ 再請求されたレセプトの請求データ、返戻理由データ、履歴請求データ及び履歴返戻理由データが記録される。 

※２ 返戻理由データ、再審査等請求データ、レセプト縦覧データ、再審査等結果データ及び履歴返戻理由データは複数記録す

る場合がある。 

※３ 履歴管理ブロックの各レコードの先頭に履歴管理情報が付される。 

※４ 請求決定データの履歴請求データには、薬局情報レコードが記録される。 

※５ 令和3年8月調剤以前分の場合は記録しない。 
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ｂ 資格喪失が確認され、レセプトの振替又は分割が行われた場合※５ 

一次請求返戻ファイル 

   

 返戻薬局 

データ 
レセプト レセプト ・・・・・・・・・・・・ 

返戻合計 

データ 

 

    
 

  
請求 

データ 
（※1） 

返戻理由 

データ 
（※1,※2） 

履歴管理 

ブロック 
（※3） 

   

 

 
請求決定 

データ 

再審査等 

請求データ 
（※2） 

レセプト 

縦覧データ 
（※2） 

再審査等 

結果情報 

（返戻） 

履歴請求 

データ 
（※1） 

履歴返戻 

理由データ 
（※1,※2） 

チェック 

データ 
 

 

   
再審査等申し出 

レコード 

（MD） 

理由対象 
レコード 

（RT） 

 
レセプト縦覧 
レコード 

（JR） 

 
再審査等 
結果データ 

（※2） 

履歴返戻 
理由データ 

（※2） 

チェック 
データ 

 

 

 

 
再審査等申し出 
結果レコード 

（MK） 

 
返戻理由 
レコード 
（HR） 

 
レコード管理 
情報レコード 

（RC） 

 

  

請
求
決
定 

デ
ー
タ 

管理 
データ 

資格確認前 

請求データ 

（※4,※5） 

資格確認補正 

データ 

（※5） 

履歴請求 
データ 
（※4） 

補正 

データ 

審査運用 

データ 

チェック 

データ 

 

 
 

 

レセプト管理 
レコード 

(MN) 
 

審査運用 
レコード 
(EX) 

 
レコード管理 
情報レコード 

（RC） 
 

 

注 前アの（イ）と同一箇所は省略。 

※１ 再請求されたレセプトの請求データ、返戻理由データ、履歴請求データ及び履歴返戻理由データが記録される。 

※２ 返戻理由データ、再審査等請求データ、レセプト縦覧データ、再審査等結果データ及び履歴返戻理由データは複数記録する

場合がある。 

※３ 履歴管理ブロックの各レコードの先頭に履歴管理情報が付される。 

※４ 請求決定データの資格確認前請求データ及び履歴請求データには、薬局情報レコードが記録される。 

※５ 令和3年8月調剤以前分の場合は記録しない。 
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（イ） 初回の再審査等請求が査定等で結果返付され、再度、再審査等請求で返戻された場合のレセプト 

ａ 資格喪失以外の場合 

一次請求返戻ファイル 

   

 返戻薬局 

データ 
レセプト レセプト ・・・・・・・・・・・・ 

返戻合計 

データ 

 

    

 
 

請求データ 
（※1） 

返戻理由データ 
（※1,※2） 

履歴管理ブロック 
（※3） 

 

 

 
請求決定 
データ 

再審査等 
請求データ 
（※2） 

レセプト 
縦覧データ 
（※2） 

再審査等 
結果情報 
（査定等） 

再審査等 
請求データ 
（※2） 

レセプト 
縦覧データ 
（※2） 

再審査等 
結果情報 
（返戻） 

履歴請求 
データ 
（※1） 

履歴返戻 
理由データ 
（※1,※2） 

チェック 
データ 

 

 

   

再審査 
等結果 
データ 
（※2） 

再審査 
等補正 
データ 

審査運用
データ 

チェック 
データ 

 

再審査 
等結果 
データ 
（※2） 

履歴返戻 
理由データ 
（※2） 

チェック 
データ 

 

 

 

 

再審査等申し出 

結果レコード 

（MK） 

 審査運用 

レコード 

（EX） 

 レコード管理 

情報レコード 

（RC） 

  

 

請
求
決
定 

デ
ー
タ 

管理 
データ 

履歴請求 
データ 

資格確認補正 
データ 
（※4） 

補正 
データ 

審査運用 
データ 

チェック 
データ 

 

 
 

 

レセプト管理 
レコード 

(MN) 
 

審査運用 
レコード 
(EX) 

 
レコード管理 
情報レコード 

（RC） 

 

 
 

 

 
再
審
査
等 

補
正
デ
ー
タ 

レセプト 
共通ﾚｺｰﾄﾞ 

(RE) 

レセプト情報 処方情報  

保険者 
ﾚｺｰﾄﾞ 
(HO) 

公費 
ﾚｺｰﾄﾞ 
(KO) 

国保連 
固有情報 
ﾚｺｰﾄﾞ 

(KH)（※5） 

処方基本 
ﾚｺｰﾄﾞ 
(SH) 

調剤情報 
ﾚｺｰﾄﾞ 
(CZ) 

医薬品 
ﾚｺｰﾄﾞ 
(IY) 

特定器材 
ﾚｺｰﾄﾞ 
(TO) 

コメント 
ﾚｺｰﾄﾞ 
(CO) 

 

 
摘要欄 
ﾚｺｰﾄﾞ 
(TK) 

基本料・ 
薬学管理料 

ﾚｺｰﾄﾞ 
(KI) 

分割技術料 
ﾚｺｰﾄﾞ 
(ST) 

事由 
ﾚｺｰﾄﾞ 
(JY) 

 

 

 

注 前ア及びウの（ア）と同一箇所は省略。 

 

※１ 再請求されたレセプトの請求データ、返戻理由データ、履歴請求データ及び履歴返戻理由データが記録される。 

※２ 返戻理由データ、再審査等請求データ、レセプト縦覧データ、再審査等結果データ及び履歴返戻理由データは複数記録す

る場合がある。 

※３ 履歴管理ブロックの各レコードの先頭に履歴管理情報が付される。 

※４ 令和3年8月調剤以前分の場合は記録しない。 

※５ 平成28年3月調剤以前分であって、平成30年4月以前に国民健康保険団体連合会へ一次請求された場合のみ記録する。 
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ｂ 資格喪失が確認され、レセプトの振替又は分割が行われた場合※５ 

一次請求返戻ファイル 

   

 返戻薬局 

データ 
レセプト レセプト ・・・・・・・・・・・・ 

返戻合計 

データ 

 

    

 
 

請求データ 
（※1） 

返戻理由データ 
（※1,※2） 

履歴管理ブロック 
（※3） 

 

 

 
請求決定 
データ 

再審査等 
請求データ 
（※2） 

レセプト 
縦覧データ 
（※2） 

再審査等 
結果情報 
（査定等） 

再審査等 
請求データ 
（※2） 

レセプト 
縦覧データ 
（※2） 

再審査等 
結果情報 
（返戻） 

履歴請求 
データ 
（※1） 

履歴返戻 
理由データ 
（※1,※2） 

チェック 
データ  

 

   

再審査 
等結果 
データ 
（※2） 

再審査 
等補正 
データ 

審査運用
データ 

チェック 
データ 

 

再審査 
等結果 
データ 
（※2） 

履歴返戻 
理由データ 
（※2） 

チェック 
データ 

 

 

 

 

再審査等申し出 

結果レコード 

（MK） 

 審査運用 

レコード 

（EX） 

 レコード管理 

情報レコード 

（RC） 

  

 

請
求
決
定 

デ
ー
タ 

管理 
データ 

資格確認前 
請求データ 
（※4,※5） 

資格確認補正 
データ 
（※5） 

履歴請求 
データ 
（※4） 

補正 
データ 

審査運用 
データ 

チェック 
データ 

 

 
 

 

レセプト管理 
レコード 

(MN) 
 

審査運用 
レコード 
(EX) 

 
レコード管理 
情報レコード 

（RC） 
 

 

 

 

 

注 前ア及びウの（イ）のaと同一箇所は省略。 

 

※１ 再請求されたレセプトの請求データ、返戻理由データ、履歴請求データ及び履歴返戻理由データが記録される。 

※２ 返戻理由データ、再審査等請求データ、レセプト縦覧データ、再審査等結果データ及び履歴返戻理由データは複数記

録する場合がある。 

※３ 履歴管理ブロックの各レコードの先頭に履歴管理情報が付される。 

※４ 請求決定データの履歴請求データ及び資格確認前請求データには、薬局情報レコードが記録される。 

※５ 令和3年8月調剤以前分の場合は記録しない。 

  



 

- 27 - 

（３） レコード形式 

ア レコード形式は可変長レコードとし、各レコードの末尾には改行コードを入れる。 

イ レコード内の各項目間は、コンマで区切る。（数値項目の編集に、位取り用のコンマを使用しない。） 

ウ 各項目は最大バイト数を規定し、項目形式が固定の項目については最大バイト数で記録し、可変の項目につ

いては有効桁（文字）までの記録とする。 

なお、有効桁（文字）以降に継続する“スペース”は記録しない。 

モード（項目形式）毎の文字種別及び詳細内容は次のとおりとする。 

モード 項目形式 文字種別 詳細内容 

数字 
可変 半角数字 

上位桁のゼロ及び小数点以下の下位桁のゼロを除いた数字（小数点以

下が全てゼロの場合は小数点も除く）を記録する。ただし、別表等に規

定されているコードの１文字目等の“0”及び特に定める場合の“0”に

ついては記録する。 
【記録例】 

（誤）「001」 →（正）「1」 

※別表等に規定されているコードが“01”である場合（正）「01」 

「2桁に満たない場合は、先頭から“0”を記録し、2桁で記録する。」と規定されてい

る場合（正）「01」 

（誤）「1.0」 →（正）「1」 

（誤）「1.10」→（正）「1.1」 

（誤）「0.00」→（正）「0」 

固定 半角数字 最大バイト数で記録する。 

英数 
可変 半角英数 

有効文字までをセット。ただし、別表等に規定されているコードの１文字目

等の“0”及び特に定める場合の“0”については記録する。 
【記録例】 

（誤）「01」 →（正）「1」 

※別表等に規定されているコードが“01”である場合（正）「01」 

「2桁に満たない場合は、先頭から“0”を記録し、2桁で記録する。」と規定されてい

る場合（正）「01」 

固定 半角英数 最大バイト数で記録する。 

漢字 
可変 全角文字 有効文字までの記録とする。 

固定 全角文字 最大バイト数で記録する。 

 

（４） 内容を表現する文字の符号 

内容を記録する文字の符号は、ＪＩＳＸ０２０１－１９７６の８単位符号及びＪＩＳＸ０２０８－１９８３

の附属書１にて規定されているシフト符号化表現（シフトＪＩＳ）によるものとする。 

なお、内容を記録する文字以外の制御符号は、次のとおりとする。 

符号名称 図形記号 １６進数 ﾊﾞｲﾄ数 用       途 
コンマ , (2C) １ 項目の区切りを表現する。 
引用符 " (22) １ 使用しない。 

改行コード  (0D)(0A) ２ レコードの区切りを表現する。 

ＥＯＦコード  (1A) １ ファイルの終わりを表現する。 

注 １６進数は、０から９及びＡからＦを括弧でくくって表現する。 
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５ 各種レコードの記録要領に関する事項  

    モードは入力する文字の種別、最大バイトは項目の最大バイト数、項目形式は項目長が固定長か可変長かを示す。 

（１） 一次請求返戻レセプト及び再請求返戻レセプト（一次請求返戻分） 

ア 返戻薬局データ 

返戻薬局レコード 

項    目 ﾓｰﾄﾞ 
最大 
ﾊﾞｲﾄ 

項目 
形式 

記  録  内  容 備  考 

レコード識別情報 英数 ２ 固定 “HY”を記録する。 

 

審査支払機関 数字 １ 固定  別表 1 審査支払機関コードを記録する。 

請求年月 数字 ６ 固定 
 保険薬局が請求処理を行った年月（審査支払機関が返戻

処理を行った年月）を記録する。 

都道府県 数字 ２ 固定  別表 2 都道府県コードを記録する。 

点数表 数字 １ 固定  別表 3 点数表コードを記録する。 

薬局コード 数字 ７ 固定 保険薬局について定められた薬局コードを記録する。 

マルチボリューム識別
情報 数字 ２ 固定 “００”を記録する。 

 

イ 請求データ 

一次請求記録条件仕様の第１章－３－（４）の「各種レコードの記録要領に関する事項」と同じ。 

なお、審査支払機関における資格確認等の処理結果による変更がある場合は、変更後の内容を請求データとす

る。 

 

ウ 返戻理由データ 

返戻理由レコード 

項    目 ﾓｰﾄﾞ 
最大 
ﾊﾞｲﾄ 

項目 
形式 

記  録  内  容 備  考 

レコード識別情報 英数 ２ 固定 “HR”を記録する。 

 

処理年月 数字 ６ 固定  審査支払機関で返戻処理を行った年月を記録する。 

返戻区分 数字 １ 固定 別表 5 返戻区分コードを記録する。 

返戻事由コード 英数 ５ 可変 審査支払機関が定める返戻事由コードを記録する。 

返戻理由 漢字 1000 可変 返戻理由文字列を記録する。 

補足事項 漢字 1000 可変 
１ 返戻理由補足情報を記録する。 
２ 返戻理由補足情報がない場合は、記録を省略する。 

補正情報 数字 １ 可変 記録を省略する。 

予備 数字 ５ 可変 記録を省略する。 

検索番号 数字 ３０ 可変 
請求データのレセプト共通レコードの検索番号と同じ検

索番号を記録する。（１７～３０桁で構成する。） 

複数レセプト検索番号 数字 ３０ 可変 
１ 同一理由により複数レセプトを同時返戻する場合は、
相手レセプトの検索番号を記録する。 

２ 単一レセプトのみ返戻の場合は、記録を省略する。 

予備 英数 ５ 可変 記録を省略する。 

予備 
英数 
又は 
漢字 

１０ 可変 記録を省略する。 

予備 
英数 
又は 
漢字 

３０ 可変 記録を省略する。 

 

 

  



 

- 29 - 

エ 履歴管理ブロック 

（ア） 履歴請求データ 

レセプト共通レコードから分割技術料レコードまでの各レコード 

項目 ﾓｰﾄﾞ 
最大 
ﾊﾞｲﾄ 

項目 
形式 

記録内容 備考 

データ識別 数字 ２ 可変 “８”（返戻データ）を記録する。 

 

行番号 数字 ５ 可変 レセプト内通し番号を記録する。 

枝番号 数字 ３ 可変 レセプト内通し番号の枝番号を記録する。 

レセプト共通レコード～分割技術料レコード 

一次請求記録条件仕様の第１章－３－（４）「各種レコ

ードの記録要領に関する事項」の保険薬局が記録した内容

を記録する。 

注 審査支払機関における資格確認等の処理結果による変更がある場合は、変更後の内容を請求データとする。 

 

（イ） 資格確認前請求データ 

レセプト共通レコードから分割技術料レコードまでの各レコード 

項目 ﾓｰﾄﾞ 
最大 
ﾊﾞｲﾄ 

項目 
形式 

記録内容 備考 

データ識別 数字 ２ 可変 
“８５”（審査支払機関での資格確認前の保険薬局か

らの請求）を記録する。 

 

行番号 数字 ５ 可変 レセプト内通し番号を記録する。 

枝番号 数字 ３ 可変 レセプト内通し番号の枝番号を記録する。 

レセプト共通レコード～分割技術料レコード 

一次請求記録条件仕様の第１章－３－（４）「各種レコ

ードの記録要領に関する事項」の保険薬局が記録した内容

を記録する。 

 

（ウ） 資格確認補正データ 

ａ レセプト共通レコードから分割技術料レコードまでの各レコード 

項目 ﾓｰﾄﾞ 
最大 
ﾊﾞｲﾄ 

項目 
形式 

記録内容 備考 

データ識別 数字 ２ 可変 
“８６”（審査支払機関での資格確認による補正等）

を記録する。 

 

行番号 数字 ５ 可変 レセプト内通し番号を記録する。 

枝番号 数字 ３ 可変 レセプト内通し番号の枝番号を記録する。 

レセプト共通レコード～分割技術料レコード 

電子資格確認の結果、補正が行われたレセプトの場合は、

レセ電コード記録条件仕様の第１章－３「各種レコードの

記録要領に関する事項」の電子資格確認による補正後の内

容を記録する。 

 

ｂ 事由レコード 

項目 ﾓｰﾄﾞ 
最大 
ﾊﾞｲﾄ 

項目 
形式 

記録内容 備考 

データ識別 数字 ２ 可変 
“８６”（審査支払機関での資格確認による補正等）

を記録する。 

 

行番号 数字 ５ 可変 レセプト内通し番号を記録する。 

枝番号 数字 ３ 可変 レセプト内通し番号の枝番号を記録する。 

事由レコード 

電子資格確認の結果、補正が行われたレセプトの場合は、

レセ電コード記録条件仕様の第１章－３「各種レコードの

記録要領に関する事項」の電子資格確認による補正箇所を

記録する。 

 

ｃ 資格確認運用レコード 

項目 ﾓｰﾄﾞ 
最大 
ﾊﾞｲﾄ 

項目 
形式 

記録内容 備考 

データ識別 数字 ２ 可変 
“８６”（審査支払機関での資格確認による補正等）

を記録する。 

 

行番号 数字 ５ 可変 レセプト内通し番号を記録する。 

枝番号 数字 ３ 可変 レセプト内通し番号の枝番号を記録する。 

資格確認運用レコード 

レセ電コード記録条件仕様の第１章－３「各種レコード

の記録要領に関する事項」の電子資格確認による運用で付

加する情報を記録する。 
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（エ） 履歴返戻理由データ 

返戻理由レコード 

項目 ﾓｰﾄﾞ 
最大 
ﾊﾞｲﾄ 

項目 
形式 

記録内容 備考 

データ識別 数字 ２ 可変 “８”（返戻データ）を記録する。 

 
行番号 数字 ５ 可変 レセプト内通し番号を記録する。 

枝番号 数字 ３ 可変 レセプト内通し番号の枝番号を記録する。 

返戻理由レコード 前ウ「返戻理由データ」の内容を記録する。 

 

（オ） チェックデータ 

レコード管理情報レコード 

項目 ﾓｰﾄﾞ 
最大 
ﾊﾞｲﾄ 

項目 
形式 

記録内容 備考 

データ識別 数字 ２ 可変 “８”（返戻データ）を記録する。 

 

行番号 数字 ５ 可変 レセプト内通し番号を記録する。 

枝番号 数字 ３ 可変 レセプト内通し番号の枝番号を記録する。 

レコード識別情報 英数 ２ 固定 “RC”を記録する。 

管理情報 英数 100 可変 審査支払機関が当該レセプトを識別する情報を記録する。 

 

オ 返戻合計データ 

返戻合計レコード 

項    目 ﾓｰﾄﾞ 最大 

ﾊﾞｲﾄ 
項目 

形式 記  録  内  容 備  考 

レコード識別情報 英数 ２ 固定 “HG”を記録する。  

総件数 数字 ６ 可変 保険薬局単位の返戻レセプトの総件数を記録する。 

総合計点数 数字 １０ 可変 各レセプトの主保険に係る点数の総合計点数を記録す
る。 

マルチボリューム識別
情報 数字 ２ 固定  “99”を記録する。 

注 総件数及び総合計点数の集計方法については、一次請求記録条件仕様の第１章－３－（４）－クの「診療報酬請求

書情報」の「診療報酬請求書レコード」の注と同じ。 
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（２） 再請求返戻レセプト（再審査等返戻分） 

ア 返戻薬局データ 

前（１）のア「返戻薬局データ」と同じ。 

イ 請求データ 

前（１）のイ「請求データ」と同じ。 

なお、審査支払機関における資格確認等の処理結果又は審査及び再審査処理結果による変更がある場合は、

変更後の内容を請求データとする。 

ウ 返戻理由データ 

前（１）のウ「返戻理由データ」と同じ。 

エ 履歴管理ブロック（請求決定データ） 

請求決定データは、審査支払機関から保険者等へ請求を行ったレセプトの内容等を記録する。 

（ア） 管理データ 

レセプト管理レコード 

項    目 ﾓｰﾄﾞ 
最大 

ﾊﾞｲﾄ 

項目 

形式 
記  録  内  容 備  考 

データ識別 数字 ２ 可変 “２”（支払決定データ）を記録する。 

 

行番号 数字 ５ 可変 レセプト内通し番号を記録する。 

枝番号 数字 ３ 可変 レセプト内通し番号の枝番号を記録する。 

レコード識別情報 英数 ２ 固定 “MN”を記録する。 

レセプト管理番号 数字 １６ 可変 
数字“XXXXXXXXXXXXXXXX”の形式で記録する。 

（９～１６桁で構成する。） 

保険薬局の所在地 漢字 ８０ 可変 保険薬局の所在地を記録する。 

予備 数字 ３０ 可変 検索番号を記録する。 

予備 数字 １ 可変 公費併用分は１～５を記録する。 

予備 数字 １ 可変 記録を省略する。 

予備 
英数 
又は
漢字 

100 可変 記録を省略する。 

 

（イ） 履歴請求データ 

ａ 初回の再審査等返戻の再請求の場合 

（ａ） 薬局情報レコード 

項目 ﾓｰﾄﾞ 
最大 
ﾊﾞｲﾄ 

項目 
形式 

記録内容 備考 

データ識別 数字 ２ 可変  “１”（請求データ）を記録する。 

 

行番号 数字 ５ 可変 レセプト内通し番号を記録する。 

枝番号 数字 ３ 可変 レセプト内通し番号の枝番号を記録する。 

薬局情報レコード 

一次請求記録条件仕様の第１章－３－（４）「各種レコ

ードの記録要領に関する事項」の保険薬局が記録した内容

を記録する。 

 

（ｂ） レセプト共通レコードから分割技術料レコードまでの各レコード 

項目 ﾓｰﾄﾞ 
最大 
ﾊﾞｲﾄ 

項目 
形式 

記録内容 備考 

データ識別 数字 ２ 可変  “１”（請求データ）を記録する。 

 

行番号 数字 ５ 可変 レセプト内通し番号を記録する。 

枝番号 数字 ３ 可変 レセプト内通し番号の枝番号を記録する。 

レセプト共通レコード～分割技術料レコード 

一次請求記録条件仕様の第１章－３－（４）「各種レコ

ードの記録要領に関する事項」の保険薬局が記録した内容

を記録する。 

注 審査支払機関における資格確認等の処理結果による変更がある場合は、変更後の内容を請求データとする。 

 

ｂ 二回目以降の再審査等返戻の再請求に係る直近の請求データの場合 

前ａ「初回の再審査等返戻の再請求の場合」と同じ。 

ｃ 二回目以降の再審査等返戻の再請求に係る過去の請求データの場合 

「データ識別」項目を除き、前ａ「初回の再審査等返戻の再請求の場合」と同じ。 

「データ識別」項目は、“１１”（再請求前の請求データ）を記録する。 
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（ウ） 資格確認前請求データ 

ａ 初回の再審査等返戻の再請求の場合 

レセプト共通レコードから分割技術料レコードまでの各レコード 

項目 ﾓｰﾄﾞ 
最大 
ﾊﾞｲﾄ 

項目 
形式 

記録内容 備考 

データ識別 数字 ２ 可変 “５”（資格確認前請求データ）を記録する。 

 

行番号 数字 ５ 可変 レセプト内通し番号を記録する。 

枝番号 数字 ３ 可変 レセプト内通し番号の枝番号を記録する。 

レセプト共通レコード～分割技術料レコード 

一次請求記録条件仕様の第１章－３－（４）「各種レコ

ードの記録要領に関する事項」の保険薬局が記録した内容

を記録する。 

 

ｂ 二回目以降の再審査等返戻の再請求に係る直近の資格確認前請求データの場合 

前ａ「初回の再審査等返戻の再請求の場合」と同じ。 

ｃ 二回目以降の再審査等返戻の再請求に係る過去の資格確認前請求データの場合 

「データ識別」項目を除き、前ａ「初回の再審査等返戻の再請求の場合」と同じ。 

「データ識別」項目は、“１５”（再請求前の資格確認前請求データ）を記録する。 

 

（エ） 資格確認補正データ 

ａ 初回の再審査等返戻の再請求の場合 

（ａ） レセプト共通レコードから分割技術料レコードまでの各レコード 

項目 ﾓｰﾄﾞ 
最大 
ﾊﾞｲﾄ 

項目 
形式 

記録内容 備考 

データ識別 数字 ２ 可変 “６”（資格確認補正データ）を記録する。 

 

行番号 数字 ５ 可変 レセプト内通し番号を記録する。 

枝番号 数字 ３ 可変 レセプト内通し番号の枝番号を記録する。 

レセプト共通レコード～分割技術料レコード 

レセ電コード記録条件仕様の第１章－３「各種レコード

の記録要領に関する事項」の電子資格確認による補正後の

内容を記録する。 

 

（ｂ） 事由レコード 

項目 ﾓｰﾄﾞ 
最大 
ﾊﾞｲﾄ 

項目 
形式 

記録内容 備考 

データ識別 数字 ２ 可変 “６”（資格確認補正データ）を記録する。 

 

行番号 数字 ５ 可変 レセプト内通し番号を記録する。 

枝番号 数字 ３ 可変 レセプト内通し番号の枝番号を記録する。 

事由レコード 

レセ電コード記録条件仕様の第１章－３「各種レコード

の記録要領に関する事項」の電子資格確認による補正箇所

を記録する。 

 

（ｃ） 資格確認運用レコード 

項目 ﾓｰﾄﾞ 
最大 
ﾊﾞｲﾄ 

項目 
形式 

記録内容 備考 

データ識別 数字 ２ 可変 “６”（資格確認補正データ）を記録する。 

 

行番号 数字 ５ 可変 レセプト内通し番号を記録する。 

枝番号 数字 ３ 可変 レセプト内通し番号の枝番号を記録する。 

資格確認運用レコード 

レセ電コード記録条件仕様の第１章－３「各種レコード

の記録要領に関する事項」の電子資格確認による運用で付

加する情報を記録する。 

 

ｂ 二回目以降の再審査等返戻の再請求に係る直近の資格確認補正データの場合 

前ａ「初回の再審査等返戻の再請求の場合」と同じ。 

ｃ 二回目以降の再審査等返戻の再請求に係る過去の資格確認補正データの場合 

「データ識別」項目を除き、前ａ「初回の再審査等返戻の再請求の場合」と同じ。 

「データ識別」項目は、“１６”（再請求前の資格確認補正データ）を記録する。 
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（オ） 補正データ 

ａ 初回の再審査等返戻の再請求の場合 

（ａ）レセプト共通レコードから分割技術料レコードまでの各レコード 

項目 ﾓｰﾄﾞ 
最大 
ﾊﾞｲﾄ 

項目 
形式 

記録内容 備考 

データ識別 数字 ２ 可変 “２”（支払決定データ）を記録する。 

 

行番号 数字 ５ 可変 レセプト内通し番号を記録する。 

枝番号 数字 ３ 可変 レセプト内通し番号の枝番号を記録する。 

レセプト共通レコード～分割技術料レコード 
レセ電コード記録条件仕様の第１章－３「各種レコード

の記録要領に関する事項」の補正後の内容を記録する。 

 

（ｂ）事由レコード 

項目 ﾓｰﾄﾞ 
最大 
ﾊﾞｲﾄ 

項目 
形式 

記録内容 備考 

データ識別 数字 ２ 可変 “２”（支払決定データ）を記録する。 

 

行番号 数字 ５ 可変 レセプト内通し番号を記録する。 

枝番号 数字 ３ 可変 レセプト内通し番号の枝番号を記録する。 

事由レコード 

レセ電コード記録条件仕様の第１章－３「各種レコード

の記録要領に関する事項」の補正箇所と補正事由を記録す

る。 

 

（ｃ） 資格確認運用レコード 

項目 ﾓｰﾄﾞ 
最大 
ﾊﾞｲﾄ 

項目 
形式 

記録内容 備考 

データ識別 数字 ２ 可変 “２”（支払決定データ）を記録する。 

 

行番号 数字 ５ 可変 レセプト内通し番号を記録する。 

枝番号 数字 ３ 可変 レセプト内通し番号の枝番号を記録する。 

資格確認運用レコード 
レセ電コード記録条件仕様の第１章－３「各種レコー

ドの記録要領に関する事項」の補正後の内容を記録す
る。 

 

ｂ 二回目以降の再審査等返戻の再請求に係る直近の補正データの場合 

前ａ「初回の再審査等返戻の再請求の場合」と同じ。 

ｃ 二回目以降の再審査等返戻の再請求に係る過去の補正データの場合 

「データ識別」項目を除き、前ａ「初回の再審査等返戻の再請求の場合」と同じ。 

「データ識別」項目は、“１２”（再請求前の支払決定データ）を記録する。 

 

（カ） 審査運用データ 

ａ 初回の再審査等返戻の再請求の場合 

審査運用レコード 

項目 ﾓｰﾄﾞ 
最大 
ﾊﾞｲﾄ 

項目 
形式 

記録内容 備考 

データ識別 数字 ２ 可変 “２”（支払決定データ）を記録する。 

 

行番号 数字 ５ 可変 レセプト内通し番号を記録する。 

枝番号 数字 ３ 可変 レセプト内通し番号の枝番号を記録する。 

審査運用レコード 
レセ電コード記録条件仕様の第１章－３「各種レコード

の記録要領に関する事項」の内容を記録する。 

 

ｂ 二回目以降の再審査等返戻の再請求に係る直近の審査運用データの場合 

前ａ「初回の再審査等返戻の再請求の場合」と同じ。 

ｃ 二回目以降の再審査等返戻の再請求に係る過去の審査運用データの場合 

「データ識別」項目を除き、前ａ「初回の再審査等返戻の再請求の場合」と同じ。 

「データ識別」項目は、“１２”（再請求前の支払決定データ）を記録する。 
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（キ） チェックデータ 

ａ 初回の再審査等返戻の再請求の場合 

レコード管理情報レコード 

項    目 ﾓｰﾄﾞ 
最大 
ﾊﾞｲﾄ 

項目 
形式 

記  録  内  容 備  考 

データ識別 数字 ２ 可変 “２”（支払決定データ）を記録する。 

 

行番号 数字 ５ 可変 レセプト内通し番号を記録する。 

枝番号 数字 ３ 可変 レセプト内通し番号の枝番号を記録する。 

レコード識別情報 英数 ２ 固定 “RC”を記録する。 

管理情報 英数 100 可変 審査支払機関が当該レセプトを識別する情報を記録する。 

 

ｂ 二回目以降の再審査等返戻の再請求に係る直近のチェックデータの場合 

前ａ「初回の再審査等返戻の再請求の場合」と同じ。 

ｃ 二回目以降の再審査等返戻の再請求に係る過去のチェックデータの場合 

「データ識別」項目を除き、前ａ「初回の再審査等返戻の再請求の場合」と同じ。 

 

オ 履歴管理ブロック（再審査等請求データ等） 

（ア） 再審査等請求データ 

ａ 初回の再審査等返戻の再請求の場合 

再審査等申し出レコード及び理由対象レコード 

項目 ﾓｰﾄﾞ 
最大 
ﾊﾞｲﾄ 

項目 
形式 

記録内容 備考 

データ識別 数字 ２ 可変 “３”（再審査等データ）を記録する。 

 

行番号 数字 ５ 可変 レセプト内通し番号を記録する。 

枝番号 数字 ３ 可変 レセプト内通し番号の枝番号を記録する。 

再審査等申し出レコード及び 

理由対象レコード 

レセ電コード記録条件仕様の第２章－３－（２）「再審

査等申し出レコード」及び「理由対象レコード」の内容を

記録する。 

 

ｂ 二回目以降の再審査等返戻の再請求に係る直近の再審査等請求データの場合 

前ａ「初回の再審査等返戻の再請求の場合」と同じ。 

ｃ 二回目以降の再審査等返戻の再請求に係る過去の再審査等請求データの場合 

「データ識別」項目を除き、前ａ「初回の再審査等返戻の再請求の場合」と同じ。 

「データ識別」項目は、“１３”（再請求前の再審査等データ）を記録する。 

 

（イ） レセプト縦覧データ 

ａ 初回の再審査等返戻の再請求の場合 

レセプト縦覧レコード 

項目 ﾓｰﾄﾞ 
最大 
ﾊﾞｲﾄ 

項目 
形式 

記録内容 備考 

データ識別 数字 ２ 可変 “３”（再審査等データ）を記録する。 

 

行番号 数字 ５ 可変 レセプト内通し番号を記録する。 

枝番号 数字 ３ 可変 レセプト内通し番号の枝番号を記録する。 

レセプト縦覧レコード 
レセ電コード記録条件仕様の第２章－３－（３）「レセ

プト縦覧レコード」の内容を記録する。 

 

ｂ 二回目以降の再審査等返戻の再請求に係る直近のレセプト縦覧データの場合 

前ａ「初回の再審査等返戻の再請求の場合」と同じ。 

ｃ 二回目以降の再審査等返戻の再請求に係る過去のレセプト縦覧データの場合 

「データ識別」項目を除き、前ａ「初回の再審査等返戻の再請求の場合」と同じ。 

「データ識別」項目は、“１３”（再請求前の再審査等データ）を記録する。 
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（ウ） 再審査等結果データ 

ａ 初回の再審査等返戻の再請求の場合 

再審査等申し出結果レコード 

項目 ﾓｰﾄﾞ 
最大 
ﾊﾞｲﾄ 

項目 
形式 

記録内容 備考 

データ識別 数字 ２ 可変 “４”（再審査等決定データ）を記録する。 

 

行番号 数字 ５ 可変 レセプト内通し番号を記録する。 

枝番号 数字 ３ 可変 レセプト内通し番号の枝番号を記録する。 

再審査等申し出結果レコード 
レセ電コード記録条件仕様の第２章－３－（４）「再審

査等申し出結果レコード」の内容を記録する。 

注 保険者等からの再審査請求の結果、補正又は査定が行われた場合は、レセ電コード記録条件仕様の第２章－３－イ

「再審査等補正データ」及びウ「審査運用データ」が記録される。 

 

ｂ 二回目以降の再審査等返戻の再請求に係る直近の再審査等結果データの場合 

前ａ「初回の再審査等返戻の再請求の場合」と同じ。 

ｃ 二回目以降の再審査等返戻の再請求に係る過去の再審査等結果データの場合 

「データ識別」項目を除き、前ａ「初回の再審査等返戻の再請求の場合」と同じ。 

「データ識別」項目は、“１３”（再請求前の再審査等データ）を記録する。 

（エ） 履歴返戻理由データ 

ａ 初回の再審査等返戻の再請求の場合 

返戻理由レコード 

項目 ﾓｰﾄﾞ 
最大 
ﾊﾞｲﾄ 

項目 
形式 

記録内容 備考 

データ識別 数字 ２ 可変 “４”（再審査等決定データ）を記録する。 

 

行番号 数字 ５ 可変 レセプト内通し番号を記録する。 

枝番号 数字 ３ 可変 レセプト内通し番号の枝番号を記録する。 

返戻理由レコード 
レセ電コード記録条件仕様の第２章－３－（４）－ア「再

審査等申し出結果レコード」の内容を記録する。 

 

ｂ 二回目以降の再審査等返戻の再請求に係る直近の履歴返戻理由データの場合 

前ａ「初回の再審査等返戻の再請求の場合」と同じ。 

ｃ 二回目以降の再審査等返戻の再請求に係る過去の履歴返戻理由データの場合 

「データ識別」項目を除き、前ａ「初回の再審査等返戻の再請求の場合」と同じ。 

「データ識別」項目は、“１３”（再請求前の再審査等データ）を記録する。 

 

（オ） チェックデータ 

ａ 初回の再審査等返戻の再請求の場合 

レコード管理情報レコード 

項目 ﾓｰﾄﾞ 
最大 
ﾊﾞｲﾄ 

項目 
形式 

記録内容 備考 

データ識別 数字 ２ 可変 “４”（再審査等決定データ）を記録する。 

 

行番号 数字 ５ 可変 レセプト内通し番号を記録する。 

枝番号 数字 ３ 可変 レセプト内通し番号の枝番号を記録する。 

レコード識別情報 英数 ２ 固定 “RC”を記録する。 

管理情報 英数 100 可変 審査支払機関が当該レセプトを識別する情報を記録する。 

 

ｂ 二回目以降の再審査等返戻の再請求に係る直近のチェックデータの場合 

前ａ「初回の再審査等返戻の再請求の場合」と同じ。 

ｃ 二回目以降の再審査等返戻の再請求に係る過去のチェックデータの場合 

「データ識別」項目を除き、前ａ「初回の再審査等返戻の再請求の場合」と同じ。 

「データ識別」項目は、“１３”（再請求前の再審査等データ）を記録する。 
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カ 履歴管理ブロック（一次請求返戻ファイル） 

再審査等返戻レセプトを審査支払機関再請求後、再度、返戻となる場合の履歴請求データを記録する。 

（ア） 履歴請求データ 

レセプト共通レコードから分割技術料レコードまでの各レコード 

項目 ﾓｰﾄﾞ 
最大 
ﾊﾞｲﾄ 

項目 
形式 

記録内容 備考 

データ識別 数字 ２ 可変 “８”（返戻データ）を記録する。 

 

行番号 数字 ５ 可変 レセプト内通し番号を記録する。 

枝番号 数字 ３ 可変 レセプト内通し番号の枝番号を記録する。 

レセプト共通レコード～分割技術料レコード 

一次請求記録条件仕様の第１章－３－（４）「各種レコ

ードの記録要領に関する事項」の保険薬局が記録した内容

を記録する。 

 

（イ） 資格確認前請求データ 

レセプト共通レコードから分割技術料レコードまでの各レコード 

項目 ﾓｰﾄﾞ 
最大 
ﾊﾞｲﾄ 

項目 
形式 

記録内容 備考 

データ識別 数字 ２ 可変 
“８５”（審査支払機関での資格確認前の保険薬局か

らの請求）を記録する。 

 

行番号 数字 ５ 可変 レセプト内通し番号を記録する。 

枝番号 数字 ３ 可変 レセプト内通し番号の枝番号を記録する。 

レセプト共通レコード～分割技術料レコード 

一次請求記録条件仕様の第１章－３－（４）「各種レコ

ードの記録要領に関する事項」の保険薬局が記録した内容

を記録する。 

 

（ウ） 資格確認補正データ 

ａ レセプト共通レコードから分割技術料レコードまでの各レコード 

項目 ﾓｰﾄﾞ 
最大 
ﾊﾞｲﾄ 

項目 
形式 

記録内容 備考 

データ識別 数字 ２ 可変 
“８６”（審査支払機関での資格確認による補正等）

を記録する。 

 

行番号 数字 ５ 可変 レセプト内通し番号を記録する。 

枝番号 数字 ３ 可変 レセプト内通し番号の枝番号を記録する。 

レセプト共通レコード～分割技術料レコード 

電子資格確認の結果、振替又は分割となったレセプトの

場合は、レセ電コード記録条件仕様の第１章－３「各種レ

コードの記録要領に関する事項」の電子資格確による補正

後の内容を記録する。 

 

ｂ 事由レコード 

項目 ﾓｰﾄﾞ 
最大 
ﾊﾞｲﾄ 

項目 
形式 

記録内容 備考 

データ識別 数字 ２ 可変 
“８６”（審査支払機関での資格確認による補正等）

を記録する。 

 

行番号 数字 ５ 可変 レセプト内通し番号を記録する。 

枝番号 数字 ３ 可変 レセプト内通し番号の枝番号を記録する。 

事由レコード 

レセ電コード記録条件仕様の第１章－３「各種レコード

の記録要領に関する事項」の電子資格確認による補正箇所

を記録する。 

 

ｃ 資格確認運用レコード 

項目 ﾓｰﾄﾞ 
最大 
ﾊﾞｲﾄ 

項目 
形式 

記録内容 備考 

データ識別 数字 ２ 可変 
“８６”（審査支払機関での資格確認による補正等）

を記録する。 

 

行番号 数字 ５ 可変 レセプト内通し番号を記録する。 

枝番号 数字 ３ 可変 レセプト内通し番号の枝番号を記録する。 

資格確認運用レコード 

レセ電コード記録条件仕様の第１章－３「各種レコード

の記録要領に関する事項」の電子資格確認による運用で付

加する情報を記録する。 
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（エ） 履歴返戻理由データ 

返戻理由レコード 

項目 ﾓｰﾄﾞ 
最大 
ﾊﾞｲﾄ 

項目 
形式 

記録内容 備考 

データ識別 数字 ２ 可変 “８”（返戻データ）を記録する。 

 
行番号 数字 ５ 可変 レセプト内通し番号を記録する。 

枝番号 数字 ３ 可変 レセプト内通し番号の枝番号を記録する。 

返戻理由レコード 前ウ「返戻理由データ」の内容を記録する。 

 

（オ） チェックデータ 

レコード管理情報レコード 

項目 ﾓｰﾄﾞ 
最大 
ﾊﾞｲﾄ 

項目 
形式 

記録内容 備考 

データ識別 数字 ２ 可変 “８”（返戻データ）を記録する。 

 

行番号 数字 ５ 可変 レセプト内通し番号を記録する。 

枝番号 数字 ３ 可変 レセプト内通し番号の枝番号を記録する。 

レコード識別情報 英数 ２ 固定 “RC”を記録する。 

管理情報 英数 100 可変 審査支払機関が当該レセプトを識別する情報を記録する。 

 

キ 返戻合計データ 

前（１）のオ「返戻合計データ」と同じ。 
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第３章 再審査等返戻ファイルに係る記録条件仕様 

保険薬局及び保険者等からの再審査等の申し出に伴い、保険者等から審査支払機関へ再審査等請求されたレセプト

について、審査支払機関の処理の結果、保険薬局へ返戻する際の再審査等返戻ファイルの記録条件について定める。 

 

１ 電気通信回線 

電気通信回線は、ISDN回線を利用したダイヤルアップ接続、閉域IP網を利用したIP-VPN接続またはオープンなネッ

トワークにおいてはIPsec(IETF(Internet Engineering Task Force)において標準とされた、IP(Internet Protocol)

レベルの暗号化機能。認証や暗号のプロトコル、鍵交換のプロトコル、ヘッダー構造など複数のプロトコルの総称）

とIKE(Internet Key Exchange;IPsecで用いるインターネット標準の鍵交換プロトコル)を組み合わせた接続とする。 

 

２ 記録形式 

ＣＳＶ形式とする。 

 

３ ファイル構成 

ファイル名を“RECEIPTY”とし、拡張名を“SAH”とする。 

 

４ 情報表記仕様 

（１） 再審査等返戻ファイルの構成 

ファイルの構成は、次のとおりとする。 

ア 再審査等返戻ファイルは、複数のレセプト情報を記録する。 

イ ファイルは改行コードにより複数レコードに分割し、レコードの組み合わせにて構成する。 

ウ ファイル最終レコードは、改行コードの後にファイルの終わりを示す１バイトの文字列（ＥＯＦコード）を記

録する。 

エ １ファイル内のレコードの種類及び記録順は、次の表のとおりとする。 

レコードの種類 識別情報 備考 記録 

返戻薬局データ 返戻薬局レコード ＨＹ １ファイル単位の先頭に記録 必須 

返戻レセプト （別記） （別記） １ファイル単位内に１以上記録 必須 

返戻合計データ 返戻合計レコード ＨＧ １ファイル単位の最後に記録 必須 

オ 再審査等返戻レセプトは、第１章－１－（１）の請求データに返戻理由データ及び履歴管理ブロックを付加し

構成する。 

カ 請求データは、保険薬局側の記録誤り等により、不要な情報が記録された場合等にあっては、不要な情報が削

除される場合もある。また、審査支払機関における処理の結果、補正等が行われた場合は、第１章－１－（１）

の請求データを当該補正後の内容とする。 

キ 履歴管理ブロックの各レコードの先頭にデータ識別、行番号及び枝番号で構成する履歴管理情報を付加する。

レコード先頭１文字目が数字であれば履歴管理ブロックであると判断可能である。 

なお、データ識別の種類は次の表のとおりとする。 

データ識別の種類 コード 記録するデータの内容 

請求データ １ 保険薬局からの請求又は審査支払機関での資格確認による請求 

支払決定データ ２ 審査支払機関での補正等 

再審査等データ ３ 保険者等からの再審査等請求 

再審査等決定データ ４ 審査支払機関での再審査等結果 

資格確認前請求データ ５ 審査支払機関での資格確認前の保険薬局からの請求 

資格確認補正データ ６ 審査支払機関での資格確認による補正等 

返戻データ ８ 保険薬局への一次請求及び再請求の返戻 

再請求前の請求データ １１ 
再請求前の保険薬局からの請求又は再請求前の審査支払機関での資

格確認による請求 

再請求前の支払決定データ １２ 再請求前の審査支払機関での補正等 

再請求前の再審査等データ １３ 再請求前の保険者等からの再審査等請求 

再請求前の再審査等決定データ １４ 再請求前の審査支払機関での再審査等結果 

再請求前の資格確認前請求データ １５ 再請求前の審査支払機関での資格確認前の保険薬局からの請求 

再請求前の資格確認補正データ １６ 再請求前の審査支払機関での資格確認による補正等 

返戻データ（資格確認前請求デー

タ） 
８５ 

保険薬局への一次請求及び再請求の返戻（審査支払機関での資格確

認前の保険薬局からの請求） 

返戻データ（資格確認補正データ） ８６ 
保険薬局への一次請求及び再請求の返戻（審査支払機関での資格確

認による補正等） 
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ク １返戻レセプト内のレコードの種類及び記録順は、次の表のとおりとする。 

（ア） 資格喪失以外の場合 

レコードの種類 ﾃﾞｰﾀ識別 ﾚｺｰﾄﾞ識別 備考 

請
求
デ
ー
タ 

レセプト共通レコード 

    ～  

分割技術料レコード 

― 
ＲＥ 

～  
ＳＴ 

１ 審査支払機関で受け付けたレセプトの内容を

記録する。記録順、記録内容については「一次

請求記録条件仕様」のとおり。 

２ 保険薬局側の記録誤り等により、不要な情報

が記録された場合等にあっては、不要な情報が

削除される場合もある。 

３ 審査支払機関における処理の結果、補正等が

行われた場合は、補正後の内容とする。 

返戻理由 

データ 
返戻理由レコード ― ＨＲ 返戻理由を記録する。（複数記録可能） 

履
歴
管
理
ブ
ロ
ッ
ク 

請
求
決
定
デ
ー
タ 

管
理 

デ
ー
タ 

レセプト管理レコード ２ ＭＮ 
保険者への請求時に付加した管理データを記録す

る。 

履
歴
請
求
デ
ー
タ 

薬局情報レコード 

    ～  

分割技術料レコード 

１ 
ＹＫ 

～  
ＳＴ 

１ 審査支払機関で受け付けたレセプトの内容に

履歴管理情報を付して記録する。 

２ 保険薬局側の記録誤り等により、不要な情報

が記録された場合等にあっては、不要な情報が削

除される場合もある。 

３ 審査支払機関における処理の結果、補正等が

行われた場合は、補正後の内容とする。 

資
格
確
認
補
正
デ
ー
タ 

レセプト共通レコード 

    ～  

受診日等レコード 

６ 
ＲＥ 

～  
ＪＤ 

１ 電子資格確認の結果、補正されたレセプトの

補正後の内容を記録する。 

２ 保険薬局からの請求内容と差分の生じた

レコードを記録する。 

事由レコード ６ ＪＹ 補正箇所を記録する。 

資格確認運用レコード ６ ＯＮ 
電子資格確認による運用で付加する情報を記録

する。 

補
正
デ
ー
タ 

レセプト共通レコード 

    ～  

分割技術料レコード 

２ 
ＲＥ 

～  
ＳＴ 

１ 審査支払機関で補正されたレセプトの補正後

の内容を記録する。 

２ 履歴請求データと差分の生じたレコード

を記録する。 

事由レコード ２ ＪＹ 補正箇所と補正事由を記録する。 

資格確認運用レコード ２ ＯＮ 
電子資格確認による運用で付加する情報を記録

する。 
審
査
運
用 

デ
ー
タ 審査運用レコード ２ ＥＸ 

保険者等への請求時に付加したデータを記録す

る。 チ
ェ
ッ
ク 

デ
ー
タ レコード管理情報レコード ２ ＲＣ 

再審査等 
請求データ 

再審査等申し出レコード ３ ＭＤ 保険者等からの再審査等申し出内容を記録す

る。 理由対象レコード ３ ＲＴ 

レセプト 
縦覧データ 

レセプト縦覧レコード ３ ＪＲ 
保険者等からの再審査等申し出時に縦覧したレ

セプト情報を記録する。 

再
審
査
等
結
果
情
報 

再
審
査
等 

結
果
デ
ー
タ 

再審査等申し出結果 

レコード 
４ ＭＫ 審査支払機関での再審査等結果を記録する。 

再
審
査
等 

補
正
デ
ー
タ 

レセプト共通レコード 

    ～  

分割技術料レコード 

４ 
ＲＥ 

～  
ＳＴ 

１ 審査支払機関で再審査等の結果、補正された

レセプトの補正後の内容を記録する。 

２ 履歴請求データ又は補正データと差分の

生じたレコードを記録する。 

事由レコード ４ ＪＹ 補正箇所と補正事由を記録する。 

審
査
運
用 

デ
ー
タ 審査運用レコード ４ ＥＸ 

保険者への再審査結果返付時に付加したデータ

を記録する。 

返
戻
理
由

デ
ー
タ 返戻理由レコード ４ ＨＲ 

審査支払機関で再審査等の結果、返戻されたレ

セプトの返戻理由を記録する。 
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レコードの種類 ﾃﾞｰﾀ識別 ﾚｺｰﾄﾞ識別 備考 
チ
ェ
ッ
ク 

デ
ー
タ 

チェックデータ ４ ＲＣ 
保険者への再審査結果返付時に付加したデータ

を記録する。 

注１ 履歴管理ブロックの履歴請求データ等（データ識別“４”）は、再請求の返戻の回数に応じて、複数

回記録されることがある。 

２ 令和3年8月調剤以前分の場合は、資格確認補正データを記録しない。 

３ 令和3年8月調剤以前分であって、保険薬局からの請求時に資格確認レコード、受診日等レコード及び窓口負担

額レコードが記録された場合は、審査支払機関において読み飛ばし、保険薬局への返戻時に履歴請求データ及び

請求データに記録しない。 

４ 令和6年2月調剤以前分であって、保険薬局からの請求時に公費負担医療の12から始まる負担者番号がある公費

レコードと、これに対応した資格確認レコードが記録された場合は、当該資格確認レコードのみ審査支払機関に

おいて読み飛ばし、保険医療機関への返戻時に履歴請求データ及び請求データに記録しない。 

 

 

（イ） 資格喪失が確認され、レセプトの振替又は分割が行われた場合 

レコードの種類 ﾃﾞｰﾀ識別 ﾚｺｰﾄﾞ識別 備考 

請
求
デ
ー
タ 

レセプト共通レコード 

    ～  

分割技術料レコード 

― 
ＲＥ 

～  
ＳＴ 

１ 審査支払機関で受け付けたレセプトの内容を

電子資格確認の結果に基づき、振替又は分割後

の内容に置き換え記録する。記録順、記録内容

については「一次請求記録条件仕様」のとお

り。 

２ 保険薬局側の記録誤り等により、不要な情報

が記録された場合等にあっては、不要な情報が

削除される場合もある。 

３ 審査支払機関における処理の結果、補正等が

行われた場合は、補正後の内容とする。 

返戻理由 

データ 
返戻理由レコード ― ＨＲ 返戻理由を記録する。（複数記録可能） 

履
歴
管
理
ブ
ロ
ッ
ク 

請
求
決
定
デ
ー
タ 

管
理 

デ
ー
タ 

レセプト管理レコード ２ ＭＮ 
保険者への請求時に付加した管理データを記録す

る。 

資
格
確
認
前 

請
求
デ
ー
タ 

薬局情報レコード 

    ～  

分割技術料レコード 

５ 
ＹＫ 

～  
ＳＴ 

１ 審査支払機関で受け付けたレセプトの内容を

記録する。記録順、記録内容については「一次

請求記録条件仕様」のとおり。 

２ 保険薬局側の記録誤り等により、不要な情報

が記録された場合等にあっては、不要な情報が

削除される場合もある。 

資
格
確
認 

補
正
デ
ー
タ 

レセプト共通レコード 

    ～  

分割技術料レコード 

６ 
ＲＥ 

～  
ＳＴ 

１ 電子資格確認の結果、補正されたレセプトの

補正後の内容を記録する。 

２ 保険薬局からの請求内容と差分の生じた

レコードを記録する。 

事由レコード ６ ＪＹ 補正箇所を記録する。 

資格確認運用レコード ６ ＯＮ 
電子資格確認による運用で付加する情報を記録

する。 

履
歴
請
求
デ
ー
タ 

薬局情報レコード 
    ～  
分割技術料レコード 

１ 
ＹＫ 

～  
ＳＴ 

１ 審査支払機関で受け付けたレセプトの内容を

電子資格確認の結果に基づき、振替又は分割後

の内容に置き換え記録する。記録順、記録内容

については「一次請求記録条件仕様」のとお

り。 

２ 保険薬局側の記録誤り等により、不要な情報

が記録された場合等にあっては、不要な情報が

削除される場合もある。 

３ 審査支払機関における処理の結果、補正等が

行われた場合は、補正後の内容とする。 

補
正
デ
ー
タ 

レセプト共通レコード 

    ～  

分割技術料レコード 

２ 
ＲＥ 

～  
ＳＴ 

１ 審査支払機関で補正されたレセプトの補正後

の内容を記録する。 

２ 履歴請求データと差分の生じたレコード

を記録する。 

事由レコード ２ ＪＹ 補正箇所と補正事由を記録する。 
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レコードの種類 ﾃﾞｰﾀ識別 ﾚｺｰﾄﾞ識別 備考 

資格確認運用レコード ２ ＯＮ 

 

電子資格確認による運用で付加する情報を記録

する。 

 
審
査
運
用 

デ
ー
タ 審査運用レコード ２ ＥＸ 

保険者等への請求時に付加したデータを記録す

る。 チ
ェ
ッ
ク 

デ
ー
タ レコード管理情報レコード ２ ＲＣ 

再審査等 
請求データ 

再審査等申し出レコード ３ ＭＤ 保険者等からの再審査等申し出内容を記録す

る。 理由対象レコード ３ ＲＴ 

レセプト 
縦覧データ 

レセプト縦覧レコード ３ ＪＲ 
保険者等からの再審査等申し出時に縦覧したレ

セプト情報を記録する。 

再
審
査
等
結
果
情
報 

再
審
査
等 

結
果
デ
ー
タ 

再審査等申し出結果 

レコード 
４ ＭＫ 審査支払機関での再審査等結果を記録する。 

再
審
査
等
補
正
デ
ー
タ 

レセプト共通レコード 

    ～  

分割技術料レコード 

４ 
ＲＥ 

～  
ＳＴ 

１ 審査支払機関で再審査等の結果、補正された

レセプトの補正後の内容を記録する。 

２ 履歴請求データ又は補正データと差分の

生じたレコードを記録する。 

事由レコード ４ ＪＹ 補正箇所と補正事由を記録する。 

資格確認運用レコード ４ ＯＮ 
電子資格確認による運用で付加する情報を記録

する。 
審
査
運
用 

デ
ー
タ 審査運用レコード ４ ＥＸ 

保険者への再審査結果返付時に付加したデータ

を記録する。 

返
戻
理
由

デ
ー
タ 返戻理由レコード ４ ＨＲ 

審査支払機関で再審査等の結果、返戻されたレ

セプトの返戻理由を記録する。 

チ
ェ
ッ
ク 

デ
ー
タ 

チェックデータ ４ ＲＣ 
保険者への再審査結果返付時に付加したデータ

を記録する。 

注１ 履歴管理ブロックの履歴請求データ等（データ識別“４”）は、再請求の返戻の回数に応じて、複数

回記録されることがある。 

２ 令和3年8月調剤以前分の場合は、資格確認前請求データ及び資格確認補正データを記録しない。 

３ 令和3年8月調剤以前分であって、保険薬局からの請求時に資格確認レコード、受診日等レコード及び窓口負担

額レコードが記録された場合は、審査支払機関において読み飛ばし、保険薬局への返戻時に履歴請求データ及び

請求データに記録しない。 
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（２） 再審査等返戻ファイル構成イメージ 

ア 資格喪失以外の場合 

再審査等返戻ファイル 

   

 返戻薬局 

データ 
レセプト レセプト ・・・・・・・・・・・・ 

返戻合計 

データ 

 

    
 返戻薬局 

レコード 

（HY） 

 
請求 

データ 
（※1） 

返戻理由 

データ 
（※2） 

履歴管理 

ブロック 
（※3） 

 

返戻合計 

レコード 

（HG） 

 

 

 
請求決定 

データ 

再審査等 

請求データ 
（※2） 

レセプト 

縦覧データ 
（※2） 

再審査等 

結果情報 

（返戻） 

履歴請求 

データ 

履歴返戻 

理由データ 
（※2） 

チェック 

データ 
 

 

   
再審査等申し出 

レコード 

（MD） 

理由対象 
レコード 

（RT） 

 
レセプト縦覧 
レコード 

（JR） 

 
再審査等 
結果データ 

（※2） 

履歴返戻 
理由データ 

（※2） 

チェック 
データ 

 

 

 
 

再審査等申し出 
結果レコード 

（MK） 

 返戻理由 
レコード 
（HR） 

 レコード管理 
情報レコード 

（RC） 

 

 

請
求
決
定 

デ
ー
タ 

管理 
データ 

履歴請求 
データ 
（※4） 

資格確認補正 

データ 

（※5） 

補正 

データ 

審査運用 

データ 

チェック 

データ 

 

 
 

 

レセプト管理 
レコード 

(MN) 
 

審査運用 
レコード 
(EX) 

 
レコード管理 
情報レコード 

（RC） 
 

注 第２章－４－（２）－ウと同一箇所は省略。                                   

      

※１ 請求データは、一次請求及び再審査等請求での補正及び査定並びに電子資格確認の結果を反映した内容とする。 

※２ 返戻理由データ、再審査等請求データ、レセプト縦覧データ、再審査等結果データ及び履歴返戻理由データは複数記

録する場合がある。 

※３ 履歴管理ブロックの各レコードの先頭に履歴管理情報が付される。 

※４ 請求決定データの履歴請求データには、薬局情報レコードが記録される。 

※５ 令和3年8月調剤以前分の場合は記録しない。 
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イ 資格喪失が確認され、レセプトの振替又は分割が行われた場合※５ 

再審査等返戻ファイル 

   

 返戻薬局 

データ 
レセプト レセプト ・・・・・・・・・・・・ 

返戻合計 

データ 

 

    
 

  
請求 

データ 
（※1） 

返戻理由 

データ 
（※2） 

履歴管理 

ブロック 
（※3） 

   

 

 
請求決定 

データ 

再審査等 

請求データ 
（※2） 

レセプト 

縦覧データ 
（※2） 

再審査等 

結果情報 

（返戻） 

履歴請求 

データ 

履歴返戻 

理由データ 
（※2） 

チェック 

データ 
 

 

   
再審査等申し出 

レコード 
（MD） 

理由対象 
レコード 
（RT） 

 
レセプト縦覧 
レコード 
（JR） 

 
再審査等 
結果データ 
（※2） 

履歴返戻 
理由データ 
（※2） 

チェック 

データ 

 

 

 
 

再審査等申し出 
結果レコード 

（MK） 

 返戻理由 
レコード 
（HR） 

 レコード管理 
情報レコード 

（RC） 

 

  

請
求
決
定 

デ
ー
タ 

管理 
データ 

資格確認前請

求 

データ 
（※4,※5） 

資格確認補正 

データ 

（※5） 

履歴請求 
データ 
（※4） 

補正 

データ 

審査運用 

データ 

チェック 

データ 

 

 
 

 

レセプト管理 
レコード 

(MN) 
 

審査運用 
レコード 
(EX) 

 
レコード管理 
情報レコード 

（RC） 
 
 
注 第２章－４－（２）－ウと同一箇所は省略。                                  

※１ 請求データは、一次請求及び再審査等請求での補正及び査定並びに電子資格確認の結果を反映した内容とする。 

※２ 返戻理由データ、再審査等請求データ、レセプト縦覧データ、再審査等結果データ及び履歴返戻理由データは複数記

録する場合がある。 

※３ 履歴管理ブロックの各レコードの先頭に履歴管理情報が付される。 

※４ 請求決定データの資格確認前請求データ及び履歴請求データには、薬局情報レコードが記録される。 

※５ 令和3年8月調剤以前分の場合は記録しない。 
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（３） レコード形式 

ア  レコード形式は可変長レコードとし、各レコードの末尾には改行コードを入れる。 

イ  レコード内の各項目間は、コンマで区切る。（数値項目の編集に、位取り用のコンマを使用しない。） 

ウ  各項目は最大バイト数を規定し、項目形式が固定の項目については最大バイト数で記録し、可変の項目に

ついては有効桁（文字）までの記録とする。 

なお、有効桁（文字）以降に継続する“スペース”は記録しない。 

モード（項目形式）毎の文字種別及び詳細内容は次のとおりとする。 

モード 項目形式 文字種別 詳細内容 

数字 
可変 半角数字 

上位桁のゼロ及び小数点以下の下位桁のゼロを除いた数字（小数点以

下が全てゼロの場合は小数点も除く）を記録する。ただし、別表等に規

定されているコードの１文字目等の“0”及び特に定める場合の“0”に

ついては記録する。 
【記録例】 

（誤）「001」 →（正）「1」 

※別表等に規定されているコードが“01”である場合（正）「01」 

「2桁に満たない場合は、先頭から“0”を記録し、2桁で記録する。」と規定されてい

る場合（正）「01」 

（誤）「1.0」 →（正）「1」 

（誤）「1.10」→（正）「1.1」 

（誤）「0.00」→（正）「0」 

固定 半角数字 最大バイト数で記録する。 

英数 
可変 半角英数 

有効文字までをセット。ただし、別表等に規定されているコードの１文字目

等の“0”及び特に定める場合の“0”については記録する。 
【記録例】 

（誤）「01」 →（正）「1」 

※別表等に規定されているコードが“01”である場合（正）「01」 

「2桁に満たない場合は、先頭から“0”を記録し、2桁で記録する。」と規定されてい

る場合（正）「01」 

固定 半角英数 最大バイト数で記録する。 

漢字 
可変 全角文字 有効文字までの記録とする。 

固定 全角文字 最大バイト数で記録する。 

 

（４） 内容を表現する文字の符号 

内容を記録する文字の符号は、ＪＩＳＸ０２０１－１９７６の８単位符号及びＪＩＳＸ０２０８－１９８３

の附属書１にて規定されているシフト符号化表現（シフトＪＩＳ）によるものとする。 

なお、内容を記録する文字以外の制御符号は、次のとおりとする。 

符号名称 図形記号 １６進数 ﾊﾞｲﾄ数 用       途 
コンマ , (2C) １ 項目の区切りを表現する。 
引用符 " (22) １ 使用しない。 

改行コード  (0D)(0A) ２ レコードの区切りを表現する。 

ＥＯＦコード  (1A) １ ファイルの終わりを表現する。 

注 １６進数は、０から９及びＡからＦを括弧でくくって表現する。 
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５ 各種レコードの記録要領に関する事項 

モードは入力する文字の種別、最大バイトは項目の最大バイト数、項目形式は項目長が固定長か可変長かを示す。 

（１） 返戻薬局データ 

返戻薬局レコード 

項    目 ﾓｰﾄﾞ 
最大 
ﾊﾞｲﾄ 

項目 
形式 

記  録  内  容 備  考 

レコード識別情報 英数 ２ 固定 “HY”を記録する。 

 

審査支払機関 数字 １ 固定  別表 1 審査支払機関コードを記録する。 

請求年月 数字 ６ 固定 
 審査支払機関が再審査等返戻処理を行った年月を記録す

る。 

都道府県 数字 ２ 固定  別表 2 都道府県コードを記録する。 

点数表 数字 １ 固定  別表 3 点数表コードを記録する。 

薬局コード 数字 ７ 固定 保険薬局について定められた薬局コードを記録する。 

マルチボリューム識別
情報 数字 ２ 固定 “００”を記録する。 

 

（２） 請求データ 

一次請求記録条件仕様の第１章－３－（４）の「各種レコードの記録要領に関する事項」と同じ。 

なお、審査支払機関における補正及び査定並びに資格確認等の処理結果による変更がある場合は、変更後の内

容を請求データとする。 

 

（３） 返戻理由データ 

返戻理由レコード 

項    目 ﾓｰﾄﾞ 
最大 
ﾊﾞｲﾄ 

項目 
形式 

記  録  内  容 備  考 

レコード識別情報 英数 ２ 固定 “HR”を記録する。 

 

処理年月 数字 ６ 固定 審査支払機関で返戻処理を行った年月を記録する。 

返戻区分 数字 １ 固定 別表 5 返戻区分コードを記録する。 

返戻事由コード 英数 ５ 可変 別表 6 再審査等返戻事由コードを記録する。 

返戻理由 漢字 1000 可変 返戻理由文字列を記録する。 

補足事項 漢字 1000 可変 
１ 返戻理由補足情報を記録する。 
２ 返戻理由補足情報がない場合は、記録を省略する。 

補正情報 数字 １ 可変 
１ 請求データに補正等がある場合は別表 7 補正情報コ
ードを記録する。 

２ その他の場合は、記録を省略する。 

予備 数字 ５ 可変 記録を省略する。 

検索番号 数字 ３０ 可変 
請求データのレセプト共通レコードの検索番号と同じ検

索番号を記録する。（１７～３０桁で構成する。） 

複数レセプト検索番号 数字 ３０ 可変 
１ 同一理由により複数レセプトを同時返戻する場合は、
相手レセプトの検索番号を記録する。 

２ 単一レセプトのみ返戻の場合は、記録を省略する。 

予備 英数 ５ 可変 記録を省略する。 

予備 
英数 
又は 
漢字 

１０ 可変 記録を省略する。 

予備 
英数 
又は 
漢字 

３０ 可変 記録を省略する。 
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（４） 履歴管理ブロック 

ア 請求決定データ（履歴請求データ） 

履歴請求データは、審査支払機関から保険者等へ請求を行ったレセプトの内容等を記録する。 

記録内容については、第２章－５－（２）－エの「履歴管理ブロック（請求決定データ）」と同じ。 

イ 再審査等請求データ 

再審査等請求データは、保険者等からの再審査等請求時の内容等を記録する。 

（ア） 再審査等申し出レコード 

項目 ﾓｰﾄﾞ 
最大 
ﾊﾞｲﾄ 

項目 
形式 

記録内容 備考 

データ識別 数字 ２ 可変 “３”（再審査等データ）を記録する。 

 

行番号 数字 ５ 可変 レセプト内通し番号を記録する。 

枝番号 数字 ３ 可変 レセプト内通し番号の枝番号を記録する。 

再審査等申し出レコード 
レセ電コード記録条件仕様の第２章－３－（２）－ア「再

審査等申し出レコード」の内容を記録する。 

 

（イ） 理由対象レコード 

項目 ﾓｰﾄﾞ 
最大 
ﾊﾞｲﾄ 

項目 
形式 

記録内容 備考 

データ識別 数字 ２ 可変 “３”（再審査等データ）を記録する。 

 

行番号 数字 ５ 可変 レセプト内通し番号を記録する。 

枝番号 数字 ３ 可変 レセプト内通し番号の枝番号を記録する。 

理由対象レコード 
レセ電コード記録条件仕様の第２章－３－（２）－イ「理

由対象レコード」の内容を記録する。 

 

ウ レセプト縦覧データ 

レセプト縦覧データは、保険者等からの再審査等請求時に他のレセプトを参照した場合に記録する。 

レセプト縦覧レコード 

項目 ﾓｰﾄﾞ 
最大 
ﾊﾞｲﾄ 

項目 
形式 

記録内容 備考 

データ識別 数字 ２ 可変 “３”（再審査等データ）を記録する。 

 

行番号 数字 ５ 可変 レセプト内通し番号を記録する。 

枝番号 数字 ３ 可変 レセプト内通し番号の枝番号を記録する。 

再審査等申し出レコード 
レセ電コード記録条件仕様の第２章－３－（３）「レセ

プト縦覧レコード」の内容を記録する。 

 

エ 再審査等結果情報（再審査結果データ） 

再審査等結果データは、保険者等からの再審査等請求に対する結果を記録する。 

（ア） 再審査等申し出結果レコード 

項目 ﾓｰﾄﾞ 
最大 
ﾊﾞｲﾄ 

項目 
形式 

記録内容 備考 

データ識別 数字 ２ 可変 “４”（再審査等決定データ）を記録する。 

 

行番号 数字 ５ 可変 レセプト内通し番号を記録する。 

枝番号 数字 ３ 可変 レセプト内通し番号の枝番号を記録する。 

再審査等申し出レコード 
レセ電コード記録条件仕様の第２章－３－（４）－ア「再

審査等申し出結果レコード」の内容を記録する。 

 

（イ） 再審査等補正データ 

再審査等補正データは、保険者等からの再審査等請求により補正又は査定が行われた場合に記録する。 

ａ レセプト共通レコードから分割技術料レコードまでの各レコード 

項目 ﾓｰﾄﾞ 
最大 
ﾊﾞｲﾄ 

項目 
形式 

記録内容 備考 

データ識別 数字 ２ 可変 “４”（再審査等決定データ）を記録する。 

 

行番号 数字 ５ 可変 レセプト内通し番号を記録する。 

枝番号 数字 ３ 可変 レセプト内通し番号の枝番号を記録する。 

レセプト共通レコード～分割技術料レコード 
レセ電コード記録条件仕様の第２章－３－（４）－イ「再

審査等補正データ」の各レコードの内容を記録する。 
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ｂ 事由レコード 

項目 ﾓｰﾄﾞ 
最大 
ﾊﾞｲﾄ 

項目 
形式 

記録内容 備考 

データ識別 数字 ２ 可変 “４”（再審査等決定データ）を記録する。 

 
行番号 数字 ５ 可変 レセプト内通し番号を記録する。 

枝番号 数字 ３ 可変 レセプト内通し番号の枝番号を記録する。 

事由レコード 
レセ電コード記録条件仕様の第２章－３－（４）－イ－

（タ）「事由レコード」の内容を記録する 

 
ｃ 資格確認運用レコード 

項目 ﾓｰﾄﾞ 
最大 
ﾊﾞｲﾄ 

項目 
形式 

記録内容 備考 

データ識別 数字 ２ 可変 “４”（再審査等決定データ）を記録する。 

 
行番号 数字 ５ 可変 レセプト内通し番号を記録する。 

枝番号 数字 ３ 可変 レセプト内通し番号の枝番号を記録する。 

資格確認運用レコード 
レセ電コード記録条件仕様の第２章－３－（４）－イ

－（チ）「資格確認運用レコード」の内容を記録する。 

 

オ 審査運用データ 

再審査等補正データは、保険者等からの再審査等請求の結果を保険者等へ返付した場合に記録する。 

審査運用レコード 

項    目 ﾓｰﾄﾞ 
最大 
ﾊﾞｲﾄ 

項目 
形式 

記  録  内  容 備  考 

データ識別 数字 ２ 可変 “４”（再審査等決定データ）を記録する。 

 

行番号 数字 ５ 可変 レセプト内通し番号を記録する。 

枝番号 数字 ３ 可変 レセプト内通し番号の枝番号を記録する。 

レコード識別情報 英数 ２ 固定 “EX”を記録する。 

審査運用レコード 
レセ電コード記録条件仕様の第２章－３－（４）－ウ「審

査運用レコード」の内容を記録する。 

 

カ 履歴返戻理由データ 

返戻理由レコード 

項目 ﾓｰﾄﾞ 
最大 
ﾊﾞｲﾄ 

項目 
形式 

記録内容 備考 

データ識別 数字 ２ 可変 “４”（再審査等決定データ）を記録する。 

 
行番号 数字 ５ 可変 レセプト内通し番号を記録する。 

枝番号 数字 ３ 可変 レセプト内通し番号の枝番号を記録する。 

返戻理由レコード 前（３）返戻理由データの内容を記録する。 

 

キ チェックデータ 

レコード管理情報レコード 

項    目 ﾓｰﾄﾞ 
最大 
ﾊﾞｲﾄ 

項目 
形式 

記  録  内  容 備  考 

データ識別 数字 ２ 可変 “４”（再審査等決定データ）を記録する。 

 

行番号 数字 ５ 可変 レセプト内通し番号を記録する。 

枝番号 数字 ３ 可変 レセプト内通し番号の枝番号を記録する。 

レコード識別情報 英数 ２ 固定 “RC”を記録する。 

管理情報 英数 100 可変 審査支払機関が当該レセプトを識別する情報を記録する。 

 

ク 返戻合計データ 

返戻合計レコード 

第２章－５－（１）－オの「返戻合計データ」の「返戻合計レコード」と同じ。 
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第４章 再請求ファイルに係る記録条件仕様 

１ 電気通信回線 

電気通信回線は、ISDN回線を利用したダイヤルアップ接続、閉域IP網を利用したIP-VPN接続またはオープンなネッ

トワークにおいてはIPsec(IETF(Internet Engineering Task Force)において標準とされた、IP(Internet Protocol)

レベルの暗号化機能。認証や暗号のプロトコル、鍵交換のプロトコル、ヘッダー構造など複数のプロトコルの総称）

とIKE(Internet Key Exchange;IPsecで用いるインターネット標準の鍵交換プロトコル)を組み合わせた接続とする。 

 

２ 記録形式 

ＣＳＶ形式とする。 

 

３ ファイル構成 

ファイル名を“RECEIPTY”とし、拡張名を“CYO”とする。 

 

４ 情報表記仕様 

（１） 再請求ファイルの構成 

 ファイルの構成は、次のとおりとする。 

ア 再請求ファイルは１ボリューム１ファイルとし、一次請求に係る請求データと同じファイルに含めて記録する

ことが可能である。 

なお、１ボリュームに収まらないような保険薬局単位の再請求レセプトの記録についても、一次請求に係る請

求データと同様とする。 

イ ファイルは改行コードにより複数レコードに分割し、レコードの組み合わせにて構成する。 

ウ ファイル最終レコードは、改行コードの後にファイルの終わりを示す１バイトの文字列（ＥＯＦコード）を記

録する。 

エ １ファイル内のレコードの種類及び記録順は、次の表のとおりとする。 

レコードの種類 識別情報 備考 記録 

薬局情報 薬局情報レコード ＹＫ １ファイル単位の先頭に記録 必須 

レセプト （別記） （別記） １ファイル単位内に１以上記録 必須 

調剤報酬請求書情報 調剤報酬請求書レコード ＧＯ １ファイル単位の最後に記録 必須 

 

オ レセプトは、一次請求返戻ファイル又は再審査等返戻ファイルの請求データを修正して作成する。 

なお、返戻理由データ及び履歴管理ブロックについては、審査支払期間からの返戻時のままとする。 

カ １レセプト内のレコードの種類及び記録順は、次の表のとおりとする。 

レコードの種類 ﾃﾞｰﾀ識別 ﾚｺｰﾄﾞ識別 備考 

請
求
デ
ー
タ 

レセプト共通レコード 

    ～  

分割技術料レコード 

― 
ＲＥ 

～  
ＳＴ 

第２章及び第３章に規定する「請求データ」の

情報が記録されているため、保険薬局において確

認の上、修正が必要な個所を修正し再請求する。 

履歴管理ブロック 
２ 

～  
８６ 

ＲＣ等 

第２章及び第３章に規定する「履歴管理ブロッ

ク」の情報が記録されているため、審査支払機関

からの返戻時のまま再請求する。 
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（２） 再請求ファイル構成イメージ 

ア 一次請求返戻レセプトの再請求 

再請求ファイル 

   

 
薬局 

情報 

レセ 

プト 
レセプト ・・・・・・・・・・・・ 

調剤報酬請求書 

情報 

 

    

 

 薬局情報 

レコード 

（YK） 

 
請求 

データ 
（※1） 

履歴管理 

ブロック 
（※2） 

 

調剤報酬請求書 

レコード 

（GO） 

 

 

注 請求データ、及び履歴管理ブロックについては第２章及び第３章を参照。 

※１ 請求データを修正し、返戻理由データを削除した再請求ファイルを審査支払機関に請求する。 

※２ 履歴管理ブロックの各レコードの先頭に履歴管理情報が付される。 

 

イ 再請求返戻レセプト（一次請求返戻分）の再請求 

再請求ファイル 

   

 
薬局 

情報 
レセプト レセプト ・・・・・・・・・・・・ 

調剤報酬請求書 

情報 

 

    

 

 

  
請求 

データ 
（※1） 

履歴管理 

ブロック 
（※2） 

   

 

注１ 前アと同一箇所は省略。 

２ 請求データ、及び履歴管理ブロックについては第２章及び第３章を参照。 

※１ 請求データを修正し、返戻理由データを削除した再請求ファイルを審査支払機関に請求する。 

※２ 履歴管理ブロックの各レコードの先頭に履歴管理情報が付される。 

 

ウ 再審査等返戻レセプトの再請求 

再請求ファイル 

   

 
薬局 

情報 
レセプト レセプト ・・・・・・・・・・・・ 

調剤報酬請求書 

情報 

 

    

 

  
請求 

データ 
（※1） 

履歴管理 

ブロック 
（※2） 

   

 

注１ 前アと同一箇所は省略。 

２ 請求データ、及び履歴管理ブロックについては第２章及び第３章を参照。                    

  

※１ 請求データを修正し、返戻理由データを削除した再請求ファイルを審査支払機関に請求する。 

※２ 履歴管理ブロックの各レコードの先頭に履歴管理情報が付される。 
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（３） レコード形式 

ア レコード形式は可変長レコードとし、各レコードの末尾には改行コードを入れる。 

イ レコード内の各項目間は、コンマで区切る。（数値項目の編集に、位取り用のコンマを使用しない。） 

ウ 各項目は最大バイト数を規定し、項目形式が固定の項目については最大バイト数で記録し、可変の項目につい

ては有効桁（文字）までの記録とする。 

なお、有効桁（文字）以降に継続する“スペース”は記録しない。 

モード（項目形式）毎の文字種別及び詳細内容は次のとおりとする。 

モード 項目形式 文字種別 詳細内容 

数字 
可変 半角数字 

上位桁のゼロ及び小数点以下の下位桁のゼロを除いた数字（小数点以下

が全てゼロの場合は小数点も除く）を記録する。ただし、別表等に規定さ

れているコードの１文字目等の“0”及び特に定める場合の“0”について

は記録する。 
【記録例】 

（誤）「001」 →（正）「1」 

※別表等に規定されているコードが“01”である場合（正）「01」 

「2桁に満たない場合は、先頭から“0”を記録し、2桁で記録する。」と規定されている

場合（正）「01」 

（誤）「1.0」 →（正）「1」 

（誤）「1.10」→（正）「1.1」 

（誤）「0.00」→（正）「0」 

固定 半角数字 最大バイト数で記録する。 

英数 
可変 半角英数 

有効文字までをセット。ただし、別表等に規定されているコードの１文字目等

の“0”及び特に定める場合の“0”については記録する。 
【記録例】 

（誤）「01」 →（正）「1」 

※別表等に規定されているコードが“01”である場合（正）「01」 

「2桁に満たない場合は、先頭から“0”を記録し、2桁で記録する。」と規定されている

場合（正）「01」 

固定 半角英数 最大バイト数で記録する。 

漢字 
可変 全角文字 有効文字までの記録とする。 

固定 全角文字 最大バイト数で記録する。 

 

エ レセプト情報は、レセプト種別ごとに必要なレコードを記録する。 

レセプト種別ごとのレセプト情報の記録条件は、次のとおりとする。 

レセプト種別 保険者 

ﾚｺｰﾄﾞ 公費ﾚｺｰﾄﾞ 資格確認ﾚｺｰﾄﾞ 受診日等ﾚｺｰﾄﾞ 
窓口負担額 

ﾚｺｰﾄﾞ 

医療保険単独 ○ × △（1 ﾚｺｰﾄﾞ記録） △（1 ﾚｺｰﾄﾞ記録） △ 

医療保険と1～4種の公費負担 

医療の併用 
○ ○（1～4ﾚｺｰﾄﾞ記録） △（1～5 ﾚｺｰﾄﾞ記録） △（2～5 ﾚｺｰﾄﾞ記録） △ 

公費負担医療単独 × ○（1 ﾚｺｰﾄﾞ記録） △（1 ﾚｺｰﾄﾞ記録） △（1 ﾚｺｰﾄﾞ記録） △ 

2～4 種の公費負担医療の併用 × ○（2～4 ﾚｺｰﾄﾞ記録） △（1～4 ﾚｺｰﾄﾞ記録） △（2～4 ﾚｺｰﾄﾞ記録） △ 

注１ 国民健康保険又は後期高齢者医療については、医療保険を国民健康保険又は後期高齢者医療と読み替える。 

２ ○は記録必須を、×は記録不可を、△は記録任意を示す。 

  なお、資格確認レコードの記録条件として、公費レコードに公費負担医療の 12 から始まる負担者番号を記

録する場合は記録任意とし、それ以外の負担者番号の場合は記録不可とする。 

３ 公費レコードを複数記録する場合は、「法別番号及び制度の略称表」（診療報酬請求書等の記載要領）に示

す順番により、先順位の公費負担医療を第一公費として最初に記録し、後順位の公費負担医療を第二公費、第

三公費、第四公費として順次記録する。 

４ 保険薬局からの請求時は、保険者レコード及び公費レコード（公費負担医療の 12 から始まる負担者番号の

み）に対応する資格確認レコードを記録する。 
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（４） 内容を表現する文字の符号 

内容を記録する文字の符号は、ＪＩＳＸ０２０１－１９７６の８単位符号及びＪＩＳＸ０２０８－１９８３の附

属書１にて規定されているシフト符号化表現（シフトＪＩＳ）によるものとする。 

なお、内容を記録する文字以外の制御符号は、次のとおりとする。 

符号名称 図形記号 １６進数 ﾊﾞｲﾄ数 用       途 
コンマ , (2C) １ 項目の区切りを表現する。 
引用符 " (22) １ 使用しない。 

改行コード  (0D)(0A) ２ レコードの区切りを表現する。 

ＥＯＦコード  (1A) １ ファイルの終わりを表現する。 

注 １６進数は、０から９及びＡからＦを括弧でくくって表現する。 

 

５ 各種レコードの記録要領に関する事項 

（１） 薬局情報 

一次請求記録条件仕様の第１章－３－（４）の「各種レコードの記録要領に関する事項」のア「薬局情報」と

同じ。 

（２） 請求データ 

一次請求記録条件仕様の第１章－３－（４）の「各種レコードの記録要領に関する事項」と同じ。 

（３） 履歴管理ブロック 

レセ電コード記録条件仕様の第１章－３及び第２章－３の「各種レコードの記録要領に関する事項」の各レコ

ードと同じ 

（４） 調剤報酬請求書情報 

一次請求記録条件仕様の第１章－３－（４）の「各種レコードの記録要領に関する事項」のク「調剤報酬請求

書情報」と同じ。 
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各種コードに関する事項 
 

別表 1 審査支払機関コード 

コ ー ド 名 コ ー ド 内     容 

審査支払機関コード 
１ 社会保険診療報酬支払基金 

２ 国民健康保険団体連合会 
 

別表 2 都道府県コード 

コ ー ド 名 コ ー ド 内     容 

都道府県コード 
 

０１ 北 海 道 
０２ 青   森 

０３ 岩   手 

０４ 宮   城 

０５ 秋   田 

０６ 山   形 

０７ 福   島 

０８ 茨   城 

０９ 栃   木 

１０ 群   馬 

１１ 埼   玉 

１２ 千   葉 

１３ 東   京 

１４ 神 奈 川 

１５ 新   潟 

１６ 富   山 

１７ 石   川 

１８ 福   井 

１９ 山   梨 

２０ 長   野 

２１ 岐   阜 

２２ 静   岡 

２３ 愛   知 

２４ 三   重 

２５ 滋   賀 

２６ 京   都 

２７ 大   阪 

２８ 兵   庫 

２９ 奈   良 

３０ 和 歌 山 

３１ 鳥   取 

３２ 島   根 

３３ 岡   山 

３４ 広   島 

３５ 山   口 

３６ 徳   島 

３７ 香   川 

３８ 愛   媛 

３９ 高   知 

４０ 福   岡 

４１ 佐   賀 

４２ 長   崎 

４３ 熊   本 

４４ 大   分 

４５ 宮   崎 

４６ 鹿 児 島 

４７ 沖   縄 
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別表 3 点数表コード 

コ ー ド 名 コ ー ド 内     容 
点数表コード ４ 調 剤 

 

別表 4 削除（年号区分コード） 

 

別表 5 返戻区分コード 

コ ー ド 名 コ ー ド 内     容 

返戻区分コード 

１ 事務上の返戻 

２ 審査上の返戻 

３ 特別審査上の返戻 

４ 再審査等請求における資格関係等の返戻 

５ 再審査等請求における診療内容の返戻 

６ 再審査等請求における事務上の返戻 

７ 再審査等請求における突合再審査の返戻 

８ 再審査等請求における特別審査上の返戻 

９ 再審査等請求における保険薬局の取下げ 

 

別表 6 再審査等返戻事由コード 

社会保険診療報酬支払基金 

コ ー ド 名 コ ー ド 原票種別 返 戻 理 由 

再審査等返戻事由 
コード 

Ｓ１０１１ 

資格関係 
等 

記号・番号の誤り 

Ｓ１０１２ 患者名・性別・生年月日の誤り 

Ｓ１０１３ 認定外家族 

Ｓ１０１４ 該当者なし 

Ｓ１０１６ 旧証によるもの 

Ｓ１０１７ 本人・家族等の種別誤り 

Ｓ１０１８ 資格喪失後の受診 

Ｓ１０１９ 重複請求 

Ｓ１０２０ 給付対象外診療（労災等） 

Ｓ１０２２ 後期高齢者・国保該当 

Ｓ１０２３ 給付期間満了 

Ｓ１０２４ その他 

Ｓ１０２５ 薬局等からの取下げ依頼による 

Ｓ１０２６ 特記事項の誤り 

Ｓ１０３０ 

診療内容 
・ 

事務上 

固定点数誤り 

Ｓ１０４１ 必要事項の記録もれ 

Ｓ１０４２ 区分、診療開始日の誤り 

Ｓ１０４３ 実日数の誤り 

Ｓ１０４５ 一部負担金の誤り 

Ｓ１０４８ 請求先変更（新設・合併等） 

Ｓ１０４９ 突合再審査の再審査 

Ｓ１０５０ その他 

Ｓ１０５２ 薬局等からの再審査請求による 

Ｓ１０６０ 診療内容に関するもの 

Ｓ１０８０ 突合再審査 突合再審査 

 

国民健康保険団体連合会 

コ ー ド 名 コ ー ド 返 戻 理 由 

再審査等返戻事由 
コード 

Ｓ２０００ 
番台 

（国民健康保険団体連合会使用コードは別に定める。） 
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別表 7 補正情報コード 

コ ー ド 名 コ ー ド 内     容 

補正情報コード 

１ 
一次請求及び再請求で補正等があり、再審査等請求では補正等
がない場合 

２ 
一次請求及び再請求で補正等があり、再審査等請求でも補正等
がある場合 

３ 
一次請求及び再請求で補正等はなく、再審査等請求で補正等が
ある場合 

 

 

 


